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は じ め に 

 

我が国では、少子高齢化や人口減少が急速に進み、社会情勢

は日々変化しています。世界的な新型コロナウイルス感染症の

流行により、生活困窮や孤独・孤立の問題をはじめとした様々

な課題が顕在化しており、これまで支援を必要としなかった人

でも何らかの課題を抱えるなど、きめ細かな幅広い支援が必要

となっています。 

また、地域においては、家族構成の変化、価値観やライフス

タイルの多様化などによる社会構造の変化により、これまで築

いてきた家族や地域のつながりが弱まりつつあります。 

国では、令和２年に社会福祉法を改正し、誰もが安心して暮らせる地域共生社会の実現を

目指して重層的支援体制整備事業が創設されました。複雑化・複合化している地域課題に対

して、行政だけでなく、住民や関係機関など地域全体で包括的に支援していく体制づくりが

求められています。 

有田市では、平成 29 年３月に策定した「第２次有田市地域福祉計画」に基づき、様々な

取組を進めてまいりました。今回策定した「第３次有田市地域福祉計画」では、『誰もが安

心して暮らせる「つながり」「支え合い」の笑顔輝くまち ありだ』を基本理念として掲げ、

つながりや支え合いを通して、誰もが安心して暮らし続けられる、有田市における地域共生

社会の実現を目指して、地域福祉の推進に取り組んでまいります。 

地域福祉の推進にあたっては、市民の皆様の主体的な地域への参加と、地域団体、事業所、

関係機関などとの協働が欠かせません。誰一人取り残さずお互いを認め合い、生き生きと活

躍できる地域づくりを進めていきたいと考えていますので、今後とも一層のご理解、ご協力

を賜りますようお願い申し上げます。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただきました、

有田市地域福祉計画策定委員会委員の皆様をはじめ、アンケート調査にご協力いただきまし

た市民の皆様、団体・事業所の皆様、関係者の皆様に心よりお礼申し上げます。 

 

令和４年３月 

 

有田市長 望月 良男 
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第１章 計画策定にあたって 

第１節 計画策定の背景 

（１）計画策定の趣旨 

本市では、平成24年に「有田市地域福祉計画」、平成29年に「第２次有田市地域福祉計

画」を策定し、「ともに支え合い、健康で安心して暮らせる福祉のまち」を基本理念として、

地域福祉を推進してきました。 

近年、少子高齢化の進行、世帯構成や生活スタイルの多様化、地域住民同士のつながりの

希薄化などに加え、8050 問題などの複合的な課題を抱えている世帯の問題や、ごみ屋敷、

ひきこもりや孤独・孤立、ヤングケアラー等、既存の支援制度の対象とならない制度の狭間

の問題など、地域を取り巻く状況は複雑化・複合化しており、さらに新型コロナウイルス感

染症の影響で課題がより顕在化、深刻化することが懸念されます。 

また、全国的に知的障がい者、精神障がい者、認知症高齢者の増加が見込まれており、判

断能力が不十分な人の権利を擁護する成年後見制度の必要性が高まることから、「成年後見

制度利用促進基本計画」を一体的に策定することが求められます。 

このような地域の福祉課題を解決するために、地域の人と人のつながりを大切にし、とも

に支え合い、誰もが安心して暮らしていくことができるまちづくりを進めていくため、新た

に「第３次有田市地域福祉計画」（以下、「本計画」という。）を策定するものです。 

 

（２）国の主な流れ 

平成 28 年に地域共生社会の実現を目指して、「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部

を立ち上げました。平成 29 年には社会福祉法が改正され、「地域における高齢者の福祉、

障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項」を市町村地域

福祉計画に定め、各福祉分野における上位計画として位置づけることとするなど、市町村地

域福祉計画に基づく地域福祉の推進が一層重要となっています。 

また、平成 28 年に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行された後、平成

29 年に国の「成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定し、成年後見制度の周知啓発や

利用支援、利用促進に向けた体制整備を推進するため、市町村において計画を策定すること

が明示されました。 

令和２年の社会福祉法の改正では、市町村における地域住民の複雑化・複合化した支援ニ

ーズに対応する、「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する

重層的支援体制整備事業が創設され、包括的な支援体制の整備が求められています。 
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■近年の国・県の動向 

平成 28 年 

５月 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の施行 

６月 「ニッポン一億総活躍プラン」閣議決定 

７月 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部設置 

平成 29 年 

３月 「成年後見制度利用促進基本計画」閣議決定 

５月 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を

改正する法律」により社会福祉法の一部改正（平成 30 年４月

施行） 

令和元年 
12月 「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進

に関する検討会」（地域共生社会推進検討会）最終とりまとめ 

令和２年 

６月 「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する

法律」により社会福祉法の一部改正（令和３年４月施行） 

３月 和歌山県地域福祉推進計画（改定版）策定 

 

 

■近年の国の流れ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
これらの状況を踏まえ・・・ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

○少子高齢化・人口減少社会の進行 

○高齢者のみの世帯や高齢者の独居世帯の増加、社会保障関係経費の増加 

○高齢者・子育て世代・障がい者といった、対象に応じたサービスだけでは対応しき
れない制度の狭間の問題の顕在化、生活課題の複雑化・複合化（ひとり親家庭を含
む生活困窮者の問題、社会的孤立、老老介護、引きこもり、8050 問題、虐待、ヤン
グケアラー、ごみ屋敷問題など） 

○大規模災害や新型コロナウイルス感染症の流行 

○福祉は「支え手側」と「受け手側」に分かれるのではなく、地域のあらゆる住民が

役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる「地域共生社会」を実現する

ことが必要となっています。 

○「他人事」になりがちな地域づくりを地域住民が「我が事」として主体的に取り組

む仕組みを地域でつくり、市町村には、縦割りではなく「丸ごと」の総合相談支援

の体制整備が求められています。 

○分野・制度ごとに分かれている相談支援等を一体的に実施していく重層的な支援体

制の整備が必要となっています。 
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（３）地域共生社会の実現に向けて 

① 地域共生社会の理念 

地域共生社会とは、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を

超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて

つながることで、市民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を指

します。 

 

② 福祉政策の新たなアプローチ 

地域福祉を取り巻く環境の変化により、それぞれが抱える課題が複雑化・複合化してい

ます。人口減少による担い手不足や地域のつながりが希薄化していることを踏まえ、住民

の気にかけ合う関係性と専門職による伴走型の支援による新たなアプローチが求められま

す。 

 

③ 市町村における包括的な支援体制の整備の在り方 

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村における包括的な支援体制

の構築を推進するため、「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に

実施する新たな事業の実施が必要です。 
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■「重層的支援体制整備事業」の創設 

「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会（地域共生

社会推進検討会）」の最終とりまとめを踏まえ、重層的支援体制整備事業の創設等が新たに

規定された「改正社会福祉法」が令和3年4月に施行されました。 

重層的支援体制整備事業は、市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地

域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、Ⅰ相

談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域づくりに向けた支援を一体的に実施するものです。 

 

■重層的支援体制整備事業の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅰ 相談支援 

参考資料：地域共生社会推進検討会 最終とりまとめ 

       社会福祉法の改正趣旨・改正概要 

 

・既存の取組で対応できる場合は、既存の取

組を活用 

・既存の取組では対応できない狭間のニーズ

にも対応 

（既存の地域資源の活用方法の拡充） 

Ⅱ 参加支援 

・属性や世代を問わない相談の受け止め 

・多機関の協働をコーディネート 

・アウトリーチの実施 

就労支援 見守り等居住支援 例 
包括的な相談支援の体制 

Ⅲ 地域づくりに向けた支援 

 

・世代や属性を超えて交流できる場や居場所の確保 

・多分野のプラットフォーム形成など、交流・参加・学びの機会のコーディネート 

住民同士の顔の見える関係性の育成支援 

Ⅰ～Ⅲを通じ、 

・継続的な伴走支援 

・多機関協働による支援を実施 

⇒ 新 た な参 加 の場 が 生ま

れ、地域の活動が活性化 
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第２節 地域福祉とは 

地域福祉とは、特定の人に限定せず、地域に住む誰もが安心して暮らしていけるよう、地

域住民やボランティア、事業所、行政、社会福祉協議会などが協力して、地域における様々

な困りごとを解決していくための仕組みのことです。 

個人や家族が抱える悩みや困りごとが複雑化・複合化している中で、公的なサービスを利

用しないと解決できないこともあれば、隣近所の助け合いや支え合いで解決できることもあ

ります。 

地域福祉を進める上では、自分や家族でできること（自助）、住民同士の助け合いででき

ること（互助）、制度化された仕組みの中での支え合い・助け合いでできること（共助）、住

民同士で解決できない問題を行政等が公的な支援で解決すること（公助）の「自助」「互助」

「共助」「公助」の考え方をもとに、それぞれの役割を果たし、連携することが求められま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

例えば… 

・隣近所の助け合い 

・見守り活動 

・ボランティア活動など 

 

 

例えば… 

・行政、社協等による公的

サービスの提供など 

互助 

住民同士の助け合いで 

できること 

 

 

例えば… 

・介護保険制度等に基づく 

福祉サービスなど 

公助 

行政等による公的な支援 

自助 

自分や家族でできること 

共助 

制度化された仕組みの中での 

支え合い・助け合い 
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第３節 計画の位置づけ・期間 

（１）計画の位置づけ 

① 法的位置づけ 

本計画は、「社会福祉法」第 107 条に基づく市町村地域福祉計画であり、近年の社会情

勢や国の動向等を踏まえ、新たに「成年後見制度の利用の促進に関する法律」第 14 条に

基づく「成年後見制度利用促進基本計画」を包含するものとします。 

 

■社会福祉法（令和３年４月１日一部改正施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28 年５月施行） 

 

 

 

 

 

 

  

（市町村地域福祉計画） 

第107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定

める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとす

る。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通

して取り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

（市町村の講ずる措置） 

第 14 条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域に

おける成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう

努めるとともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ず

るよう努めるものとする。 
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② 関連計画との関係 

策定にあたっては、「有田市長期総合計画」に基づきながら、各種福祉関連計画との整

合性と調和を図ります。分野横断的に地域福祉を推進するために、理念と今後の方向性を

定め、福祉分野の上位計画として位置づけます。 

また、有田市社会福祉協議会が策定し、地域福祉を推進することを目的として、市民や

団体等を主体とする具体的な活動を実践するための取組を定める「有田市地域福祉活動計

画」と本計画が車の両輪のように相互に連携・補完していきます。 
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（２）計画の期間 

本計画の期間は、令和４年度から令和７年度までの４年間とします。 

また、計画期間中は、着実に計画を実行するとともに、具体的な進捗状況の評価・見直し

を行います。 

 

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

長期総合計画 
      

地域福祉計画 
      

介護保険事業計画 

及び老人福祉計画 

      

障害者基本計画 
      

障害福祉計画 

障害児福祉計画 

      

子ども・子育て支援

事業計画 

      

自殺対策計画 
      

地域福祉活動計画 

（社会福祉協議会） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第５次 前期基本計画 第５次 後期基本計画 

第３次有田市地域福祉計画 

第８期 第９期 

 

第３次 

         第２期 第３期 

第２次 

第２次 

 

第２次 

第４次 

第４次 

第１次 第２次 

第６期 
第２期 

第７期 
第３期 
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第４節 計画の策定体制 

（１）各種アンケート調査 

本計画の策定にあたり、市民や市内で活動している団体、福祉事業所の皆様の地域福祉に

対する考え方や地域の課題、地域活動等の実態を把握するとともに、ご意見・ご提言をお伺

いし、「第３次有田市地域福祉計画」の策定に向けた基礎資料とすることを目的にアンケー

ト調査を実施しました。 

 

① 市民アンケート調査概要 

調査対象者 有田市在住の 20 歳以上の方 1,500 人 

調査期間 令和３年１月８日（金）～１月 26 日（火） 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

回収結果 有効回収数：677 件／1,500 件 有効回収率：45.1％ 

 

② 団体・事業所アンケート調査概要 

調査 

対象者 

団体 
民生児童委員協議会、連合自治会、福祉団体、ボランティア団

体等 

事業所 障害福祉サービス事業所、介護保険サービス事業所、幼稚園等 

調査期間 令和３年２月 24 日（水）～３月 10 日（水） 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

回収結果 
団体 有効回収数：30 件／39 件 有効回収率：76.9％ 

事業所 有効回収数：29 件／39 件 有効回収率：74.4％ 

 

 

（２）有田市地域福祉計画策定委員会の開催 

市民や関係機関・団体の代表などで構成する「有田市地域福祉計画策定委員会」を設置し

審議しました。 
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第２章 有田市の現状と課題 

第１節 統計からみる有田市の現状 

（１）人口と世帯の状況 

① 人口の状況 

本市の人口は、減少傾向が続き、令和２年には26,538人と３万人を下回っており、令

和 22 年には 17,794 人となることが推計されています。年齢区分別にみると、年少人

口、生産年齢人口は年々減少しており、高齢者人口についても令和７年には減少に転じる

と推計されています。 

 

■年齢３区分別人口の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※合計には年齢不詳を含むため、内訳と合計は一致しないことがあります。 

資料：国勢調査（令和７年以降は国立社会保障・人口問題研究所推計） 

 

  

5,843 5,313 4,680 4,086 3,351 2,769 2,294 1,976 1,703 1,498

22,421 21,413
19,875 18,195

16,059
14,289 12,906 11,365 9,886 8,294

6,019 6,911
7,584

8,228
8,972

9,270
8,931

8,629
8,265

8,002

34,283 33,661
32,143

30,592
28,470

26,538
24,131

21,970
19,854

17,794

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年 令和７年 令和12年 令和17年 令和22年

（人）

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

実績値 推計値
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② 高齢化率 

高齢化率の推移をみると、上昇傾向となっており、国・県よりも高い値で推移していま

す。令和２年では 34.4％となっています。 

 

■高齢化率（国・県比較）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第８期有田市介護保険事業計画及び老人福祉計画  

 

 

③ 世帯の状況 

一般世帯数と１世帯あたり人員の推移をみると、一般世帯数は平成 22 年まで増加し、

平成 27 年以降は減少しています。１世帯あたり人員は、減少傾向で、令和２年では

2.59人となっています。 

 

■一般世帯数と１世帯あたり人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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194
160 162 142 135 131

406 420 
445 

393 373 356 

0

200

400
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平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

出生 死亡

（（人）

569 570 546 578 
534 

487 

840 
789 771 

818 815 
763 

0
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400

600

800

1,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

転入 転出

（（人）

④ 出生・死亡の状況 

出生数・死亡数の推移をみると、平成 30 年以降、出生数・死亡数ともに減少傾向で、

死亡数が出生数を上回る自然減の傾向が続いています。 

 

■出生数・死亡数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（各年１月１日～12 月 31 日） 

 

⑤ 転入・転出の状況 

転入者数・転出者数の推移をみると、増減しながら推移しており、転出者が転入者を上

回る社会減の傾向が続いています。 

 

■転入者数・転出者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（各年１月１日～12 月 31 日） 
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⑥ 地区別の状況 

地区別の年齢４区分別人口をみると、すべての年代において保田地区が最も多くなって

います。 

高齢化率をみると、初島町地区で最も高くなっており、次いで箕島地区、港地区が高く

なっています。 

 

■地区別の年齢４区分別人口と高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（令和２年９月末現在） 

 

  

第
１
章 

計
画
策
定
に
あ
た
っ
て 

第
２
章 

有
田
市
の
現
状
と
課
題 

第
３
章 

第
６
章 

計
画
の
推
進 

第
４
章 

施
策
の
展
開 

第
５
章 

235 196 231 287 653 544 189 499

1,426 1,215 1,210
1,735

3,287
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（人）

0～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上 高齢化率

（％）

（逢井、小豆

島地区含む）
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（２）配慮の必要な人の状況 

 

① 高齢者の状況 

65 歳以上高齢者のいる世帯数の推移をみると、ひとり暮らし世帯、高齢夫婦のみの世

帯は増加傾向となっています。また、一般世帯に占める高齢者世帯割合も増加しており、

令和２年には 57.1％となっています。 

 

■65 歳以上高齢者のいる世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 

 

  

  

要介護認定者数・認定率の推移をみると、認定者数・認定率ともに令和元年まで減少傾

向でしたが、令和２年には増加しています。 

 

■要介護認定者数・認定率の推移 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末現在） 

  

562 785 915 1,148 1,401 1,453669
870 1,138

1,312
1,525 1,703

3,067
3,176

3,142
3,078

2,918 2,692
4,298

4,831
5,195 5,538

5,844 5,84842.2
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ひとり暮らし世帯 高齢夫婦のみの世帯

その他の世帯 一般世帯に占める高齢者世帯割合

（％）

214 218 162 139 117 134 
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194 196 
180 175 184 211 

320 320 
326 307 305 293 

251 280 
266 

255 255 259 

269 272 
256 296 291 304 

217 217 
205 207 213 217 

1,820 1,870 
1,743 1,705 1,700 1,737 

19.8 20.2 
18.8 18.3 18.1 18.4 

0.0

6.0

12.0

18.0

24.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年
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要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

認定率

（％）
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② 障がいのある人の状況 

障害者手帳所持者数の推移をみると、令和元年までは減少傾向となっていましたが、令

和２年に増加しています。 

 

■障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

資料：第６期有田市障害福祉計画・第２期有田市障害児福祉計画（各年４月１日現在） 
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③ 子ども・子育ての状況 

幼稚園・保育所に通う子ども数の推移をみると、平成 28 年度以降、減少傾向が続いて

います。 

 

■幼稚園・保育所に通う子ども数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：幼稚園は学校基本調査（各年５月１日現在）、保育所は福祉課（各年３月末現在） 

 

 

 

ひとり親世帯数の推移をみると、母子世帯は平成 27 年までは増加傾向にありましたが

令和２年では減少しています。また、父子世帯は継続して減少傾向にあるため、ひとり親

世帯数全体でも減少となっています。 

 

■ひとり親世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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202 190 176 166 158 

235 219 200 184 179 

0

100

200

300

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

（世帯・人）

受給世帯数 受給者数

④ 生活困窮者の状況 

生活保護受給世帯・受給者数および保護率の推移をみると、平成 28 年度以降、減少傾

向となっています。保護率は、国・県よりも低い値で推移しています。 
 

■生活保護受給世帯・受給者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課 

■保護率（国・県比較）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課、国・県は被保護者調査 

※保護率…生活保護受給者が人口千人あたり何人いるかを示す指標。単位は‰（パーミル）。 

 

生活困窮に関する新規相談受付数の推移をみると、平成 29 年度から令和元年度にかけ

て緩やかに増加し、令和２年度に新型コロナウイルス感染症の影響により生活福祉資金特

例貸付の相談で急激に増加しています。 

 

■生活困窮に関する新規相談受付数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉相談室 
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（３）地域福祉活動の状況 

 

① 民生委員・児童委員の状況 

民生委員・児童委員の人数は令和２年で 68 人となっています。民生委員・児童委員の

活動日数および訪問回数の推移をみると、新型コロナウイルス感染症の影響により、活動

日数、訪問回数ともに減少傾向となっています。 

 

■民生委員・児童委員の活動日数および訪問回数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課 

 

 

② 老人クラブの状況 

老人クラブ会員数および加入率の推移をみると、平成 30 年に減少し、その後はほぼ横

ばいで推移し、令和２年の加入率は 23.2％となっています。 

 

■老人クラブ会員数および加入率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：有田市老人クラブ連合会（各年４月１日現在） 
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③ ボランティアの状況 

ボランティア会員数および団体数等の推移をみると、会員数、団体数は令和２年に減少

しており、それぞれ693人、16団体となっています。個人ボランティアは、平成30年

に減少し、近年はほぼ横ばいとなっています。プロボノ事業所は、令和２年で６事業所と

なっています。 

 

■ボランティア会員数および団体数等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：有田市社会福祉協議会（各年４月１日現在） 

 

※プロボノ事業所…専門知識や技術を活かして社会貢献活動を行う介護事業所等。 
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会員数 団体数 個人ボランティア プロボノ事業所

（人） （団体、人、事業所）
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（４）防災の状況 

 

① 避難行動要支援者の状況 

避難行動要支援者対象者数および登録者数の推移をみると、対象者数は増加傾向ですが、

登録者数は横ばいとなっています。 

 

■避難行動要支援者対象者数および登録者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年 10 月１日現在） 

 

 

② 災害ボランティアの状況 

災害ボランティア登録者数および団体数の推移をみると、登録者数は平成 30 年に増加

し、以降ほぼ横ばいとなっています。団体数は平成 28 年以降、５団体となっています。

個人登録者数は５人前後で推移しています。 

 

■災害ボランティア登録者数および団体数等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：有田市社会福祉協議会（各年４月１日現在） 

  

984 1,014

1,197

264 264 264

0

500

1,000

1,500

平成30年 令和元年 令和２年

避難行動要支援者対象者数 避難行動要支援者登録者数

（（人）

201 197 214 214 213 

5 

5 5 5 5 4 

6 

5 5 

6 

0

2

4

6

8

0

100

200

300

400

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

登録者数 登録団体数 個人登録者数

（人） （団体、人）
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第２節 市民アンケート調査結果からみる現状 

（１）調査結果概要 

① 福祉への関心 

福祉の関心のある分野について、年代別でみると、『20 歳代』では「地域福祉」、『30 

歳代』では「児童福祉」、その他の年代では「高齢者福祉」が最も高くなっています。 

 

■福祉のどのような分野に関心があるか（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 近所付き合いの現状と考え 

現状の近所付き合いの程度についてみると、「世間話をする程度の人がいる」が 38.1％

と最も高くなっています。 

近所付き合いに対する考え方についてみると、「何でも気軽に相談し、助け合える付き

合いは必要である」「困った時に相談できる付き合いは必要である」が現状よりも高くな

っています。 

■近所付き合いの程度（ひとつに○）     ■近所付き合いに対する考え方（ひとつに○） 

≪現状≫                 ≪考え方≫ 

 

 

 

 

 

 

 

15.2 13.4 38.1 26.0 6.8 0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(N=677)

何でも気軽に相談し、助け合える人がいる

困った時に相談できる人がいる

世間話をする程度の人がいる

あいさつをする程度の人はいる

ほとんど近所付き合いはない

不明・無回答

19.9 28.5 34.3 14.8 

1.6

0.6

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

何でも気軽に相談し、助け合える付き合いは必要である

困った時に相談できる付き合いは必要である

世間話をする程度の付き合いで良い

あいさつする程度で良い

近所付き合いは必要ないと思う

その他

不明・無回答

第
１
章 

計
画
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に
あ
た
っ
て 

第
２
章 

有
田
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題 
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３
章 

第
６
章 

計
画
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推
進 

第
４
章 

施
策
の
展
開 

第
５
章 

（％）

児童福祉
高齢者福
祉

障がい者
福祉

地域福祉

その他の
支援を要
する人に
対する福
祉

不明・無
回答

25.7 71.5 22.5 36.5 7.8 4.6

男性（N=278) 25.9 74.1 26.3 34.2 5.4 2.2

女性（N=395) 25.8 70.1 20.0 38.5 9.6 5.6

20歳代（N=47) 38.3 42.6 17.0 46.8 4.3 2.1

30歳代（N=63) 63.5 47.6 17.5 39.7 6.3 4.8

40歳代（N=76) 36.8 56.6 31.6 36.8 6.6 6.6

50歳代（N=110) 25.5 72.7 25.5 43.6 11.8 3.6

60歳代（N=152) 23.7 77.6 21.1 40.1 11.2 3.9

70歳以上（N=226) 10.6 85.0 21.2 27.9 5.3 4.4

全体（N=677)

性
別

年
代
別
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③ 地域での助け合いについて 

地域の人に手助けしてほしいことについてみると、「安否確認の声かけ」が 49.1％と最

も高く、次いで「話し相手」が25.9％、「通院の付き添い（送迎）」が23.2％となってい

ます。 

地域の人を手助けしたことについてみると、「手助けしたことはない」が 35.5％と最も

高く、次いで「話し相手」が 26.9％、「安否確認の声かけ」が 15.1％となっています。 

 

■地域の人に手助けしてほしいこと（○はいくつでも）  ■地域の人を手助けしたこと（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49.1 

25.9 

18.0 

20.6 

21.5 

11.4 

7.9 

11.8 

3.9

1.3 

23.2

12.3

3.9 

11.4 

0% 20% 40% 60%

安否確認の声かけ

話し相手

悩みごと、心配ごとの相談

日用品などのちょっとした買い物

電球交換などのちょっとした作業

ごみ出し

家の中の掃除

庭の手入れ

短時間の子どもの預かり

保育所 ・幼稚園の送迎

通院の付き添い（送迎）

病気の時の看病

その他

不明・無回答

全体(N=228)

15.1 

26.9 

14.2 

13.6 

10.3 

12.0 

9.3 

5.0 

5.9

3.7 

12.9

7.8

1.9 

35.5 

11.5 

0% 20% 40% 60%

安否確認の声かけ

話し相手

悩みごと、心配ごとの相談

日用品などのちょっとした買い物

電球交換などのちょっとした作業

ごみ出し

家の中の掃除

庭の手入れ

短時間の子どもの預かり

保育所 ・幼稚園の送迎

通院の付き添い（送迎）

病気の時の看病

その他

手助けしたことはない

不明・無回答

全体(N=677)
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④ 地域活動やボランティア活動への参加 

地域活動への参加状況についてみると、「参加していない」が 53.0％と最も高く、次い

で「活動内容により参加している」が 27.0％、「参加している」が 16.0％となっていま

す。 

参加したい地域活動についてみると、「自治会活動」が 61.6％と最も高く、次いで「ス

ポーツ・文化・レクリエーション活動」が 25.7％、「防犯・防災活動」が 24.1％となっ

ています。 

ボランティア活動への興味や参加意向についてみると、「ボランティア活動への興味は

あるが、参加できない」が 29.8％と最も高く、次いで「ボランティア活動に興味がなく、

参加するつもりはない」が 17.4％、「募金や寄付など、間接的に参加したい（または、し

ている）」が 15.7％となっています。 

 

■地域活動への参加状況（ひとつに○）    ■参加したい地域活動（３つまで○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ボランティア活動への興味や参加意向（ひとつに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61.6 

7.3 

10.2 

3.5 

19.7 

25.7 

3.5 

10.5 

24.1

4.1 

3.2

2.2

0% 20% 40% 60% 80%

自治会活動

在宅高齢者や障がいのある人

（児）の支援

子育て支援や子どもの世話

社会福祉施設等における支援

自然や環境保護・まちの美化活動

スポーツ・文化・レクリエーション

活動

国際交流

まちづくり

防犯・防災活動

青少年の健全育成

その他

不明・無回答

全体(N=315)

16.0 27.0 3.5 53.0 0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(N=677)

参加している

活動内容により参加している

気が向いた時に参加している

参加していない

不明・無回答

14.2 

14.8 

29.8 

17.4 

15.7 

8.1 

0% 10% 20% 30% 40%

ボランティア活動に参加したい（または、活動を続けたい）

ボランティア活動への興味はあるが、参加しようとは思わない

ボランティア活動への興味はあるが、参加できない

ボランティア活動に興味がなく、参加するつもりはない

募金や寄付など、間接的に参加したい（または、している）

不明・無回答

全体(N=677)
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⑤ 地域情報の入手について 

地域の情報の入手方法についてみると、『男性』『女性』ともに、「広報ありだ」が最も

高くなっています。 

年代別でみると、『20 歳代』『30 歳代』で「インターネット・SNS」、50 歳以上で

「自治会の回覧板」が他の年代と比べて高くなっています。 

 

■地域の情報の入手方法（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（％）

広報あり
だ

市議会だ
より

県民の友 市役所 公民館
自治会の
回覧板

社協だよ
り

インター
ネット・Ｓ
ＮＳ

71.3 22.5 47.6 5.0 5.2 52.1 13.1 12.6

男性（N=278) 66.2 24.1 43.2 6.1 3.2 50.4 10.8 14.0

女性（N=395) 74.9 21.5 50.4 4.3 6.3 53.7 14.4 11.6

20歳代（N=47) 46.8 6.4 25.5 8.5 2.1 14.9 0.0 38.3

30歳代（N=63) 76.2 27.0 47.6 4.8 3.2 23.8 7.9 33.3

40歳代（N=76) 73.7 32.9 46.1 5.3 2.6 43.4 15.8 11.8

50歳代（N=110) 71.8 26.4 57.3 1.8 1.8 62.7 13.6 14.5

60歳代（N=152) 80.3 20.4 49.3 6.6 3.3 63.8 13.2 11.2

70歳以上（N=226) 68.6 20.8 46.5 4.9 10.2 58.4 16.4 1.8

全体（N=677)

性
別

年
代
別

新聞・テ
レビ

民生委
員・児童
委員

隣近所・
知り合い

医療機
関・薬局

スーパー
マーケッ
ト等

福祉サー
ビス事業
所

その他
不明・無
回答

25.7 1.3 32.1 2.5 3.7 0.9 1.5 5.2

男性（N=278) 27.0 1.8 28.1 3.6 2.5 0.7 2.2 5.4

女性（N=395) 24.6 1.0 34.9 1.8 4.6 1.0 1.0 5.1

20歳代（N=47) 17.0 0.0 19.1 2.1 8.5 0.0 2.1 8.5

30歳代（N=63) 14.3 0.0 34.9 4.8 12.7 0.0 3.2 3.2

40歳代（N=76) 14.5 0.0 22.4 3.9 2.6 2.6 2.6 3.9

50歳代（N=110) 16.4 0.9 31.8 3.6 1.8 0.9 1.8 5.5

60歳代（N=152) 30.3 2.0 31.6 0.7 3.3 1.3 2.0 2.0

70歳以上（N=226) 35.8 2.2 37.6 2.2 1.8 0.4 0.0 7.1

全体（N=677)

性
別

年
代
別
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⑥ 相談について 

不安や悩みの相談先についてみると、平成 28 年の前回調査と比較して、「友人・知人」

「近所の人」が 7.3 ポイント減少し、「誰（どこ）にも相談しない」が 4.3 ポイント増加

しています。 

■不安や悩みの相談先（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 民生委員・児童委員、社会福祉協議会の認知度 

民生委員・児童委員の活動内容の認知度についてみると、「名前は聞いたことがあるが

活動は知らない」が 35.7％と最も高く、次いで「ある程度知っている」が 35.3％、「知

らない」が 20.4％となっています。 

社会福祉協議会の認知度についてみると、「名前は聞いたことがあるが活動は知らない」

が33.4％と最も高く、次いで「知らない」が22.6％、「ある程度知っている」が18.3％

となっています。 

■民生委員・児童委員の認知度（ひとつに○）   ■社会福祉協議会の認知度（ひとつに○） 

 

 

 

 

 

  

4.9 18.3 33.4 16.7 22.6 4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よく知っている

ある程度知っている

名前は聞いたことがあるが活動は知らない

社協だよりを読む程度

知らない

不明・無回答

4.9 35.3 35.7 20.4 3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(N=677)

よく知っている

ある程度知っている

名前は聞いたことがあるが活動は知らない

知らない

不明・無回答

74.0 

49.2 

6.6 

10.0 

0.9 

1.6 

0.9 

14.9 

1.2 

3.5 

0.0 

0.3 

80.1 

56.5 

13.9 

10.0 

2.2 

2.1 

2.3 

19.9 

1.3 

6.2 

0.4 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

親族

友人・知人

近所の人

職場の上司・同僚

自治会の会長や役員

民生委員・児童委員

社会福祉協議会

かかりつけの医師

小中学校・幼稚園・保育所

市役所

家庭児童青少年相談室

子育て支援センター

0.4 

1.0 

0.0 

5.3 

1.8 

0.3 

3.0 

0.7 

2.4 

6.5 

1.3 

1.3 

2.3 

0.7 

5.9 

1.2 

0.6 

2.8 

0.4 

1.3 

2.2 

4.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域包括支援センター

保健センター

上記以外の公的相談機関

ケアマネジャー

障害者相談支援専門員

福祉活動を行うＮＰＯなど民

間団体

ＳＮＳなどインターネット上の

ネットワーク

その他

わからない

誰（どこ）にも相談しない

不明・無回答

今回（N=677）

前回（N=951）
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⑧ 地域福祉の推進について 

有田市で取り組んでいくべき福祉施策についてみると、「医療サービス体制の充実」が

39.4％と最も高く、次いで「地域の支え合いの仕組みづくり」が 25.1％、「防犯・交通

安全・防災体制の充実」が 23.6％となっています。 

 

■有田市で取り組んでいくべき福祉施策（３つまで○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■【参考：平成 28 年度調査】必要に感じること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.9

16.6

17.7

6.8

10.2

29.9

48.7

28.3

6.6

1.9

10.5

0% 20% 40% 60%

移動支援

買い物支援

子育て支援

学習支援

ボランティア活動

認知症対策

医療・保健の充実

健康増進

スポーツ

その他

不明・無回答

全体（N=951）

25.1 

15.7 

8.9 

13.9 

12.4 

9.6 

13.6 

19.4 

19.1

22.3 

4.7

17.0

10.9 

17.7 

23.6 

39.4 

8.6 

0.4 

5.9 

0% 20% 40% 60%

地域の支え合いの仕組みづくり

地域での交流ができる場の充実

地域での様々な交流活動の促進

地域での活動を担う人材の育成

地域での活動への公的な援助の充実

子どもの頃からの福祉活動への参加

学校における福祉教育の充実

ホームヘルパーなどの在宅福祉サービスの充実

子育ての支援体制の充実

特別養護老人ホームなどの施設サービスの充実

ボランティアやＮＰＯの育成と活動支援

健康づくりや生きがいづくりの推進

地域における身近な相談体制づくり

福祉サービスに関する情報の充実

防犯・交通安全・防災体制の充実

医療サービス体制の充実

公共施設等のバリアフリー化の推進

その他

不明・無回答

全体(N=677)

前回調査でも「医療・

保健の充実」が最も高く

なっており、新型コロナ

ウイルス感染症の影響に

より引き続き、医療の充

実が求められていると考

えられます。 
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第３節 団体・事業所アンケート調査結果からみる現状 

（１）調査結果概要 

① 地域の課題について【団体・事業所】 

普段の業務や活動の中で感じる地域の課題や地域の人から聞く日常の困りごとについて

みると、団体調査では「地域での交流機会が少ない」が 33.3％、事業所調査では「災害

時の避難と安否確認等、防災対策に不安がある」が 51.7％と最も高くなっています。 

 

■活動の中で感じる地域の課題や困りごと（３つまで○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23.3 

0.0 

3.3 

3.3 

13.3 

30.0 

33.3 

26.7 

10.0

16.7 

30.0 

26.7 

6.7 

3.3 

6.7 

0% 20% 40% 60%

近所付き合いが減っている

自治会行事等に参加しにくい雰囲気がある

ひとり親家庭、障がい者（児）家庭への偏見がある

他人に干渉されプライバシーが守られていない

地域に関心のない人が多い

地域活動への若い人の参加が少ない

地域での交流機会が少ない

ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯、障がいのある人、

子どもへの見守りや支援が必要と感じる

健康や老後の生活に関して不安をもっている方が多い

掃除や庭の手入れ、ごみ出しなどに困っている

買い物、通院、行事などへの移動手段に困っている

災害時の避難と安否確認等、防災対策に不安がある

特にない

その他

不明・無回答

団体調査(N=30)

10.3 

3.4 

10.3 

3.4 

10.3 

20.7 

13.8 

41.4 

31.0

20.7 

34.5 

51.7 

3.4 

3.4 

0.0 

0% 20% 40% 60%

事業所調査(N=29)
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② 支援の必要な福祉分野について【団体・事業所】 

既存の公的な福祉サービスでは対応が不十分だと思う方についてみると、団体調査では

「子育て世帯」が 41.7％、事業所調査では「高齢者や障がいのある人を介護している人」

が 50.0％と最も高くなっています。（それぞれ調査対象に子育て団体、介護事業所が多い） 

また、支援対象ごとの事例と必要な支援について、ひとり暮らし高齢者への見守りや生

活支援、障がいのある人や子育て世帯の居場所づくりなどが挙げられています。 
 

■既存の公的な福祉サービスでは対応が不十分だと思う方（○はいくつでも） 

  ［既存の公的な福祉サービスでは対応が不十分な方が「いる」と回答した方の回答］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■支援対象ごとの事例（自由記述抜粋） 

支援対象 事例の内容・課題 自分達ができること、必要なこと 

ひとり暮らし高齢者 
閉じこもりの高齢者への対応は介

護サービスでは担えない 

老人クラブで見守り訪問を実施して

いるが、記録票などがあれば、全市

へと声かけしやすい 

ひとり暮らし高齢者 

高齢者のみの世帯 

交通手段が整備されていないエリ

アの高齢者の買い物支援が必要 

ボランティア等を活用した買い物支

援 

障がいのある人 
障がい者の居場所が限定的で、一

人ぼっちの人が多い 
集まれる場所づくりを行う 

子育て世帯 
子育て中の親同士が、自由に語ら

える場が必要 

子どもを一時預かり、カフェなどの

場を提供する 

高齢者や障がいのある

人を介護している人 

ダブルケアや、家庭問題を抱え込

んでいるケースがある 

相談支援員等に遠慮せず相談できる

ようにする 

ひきこもり 

ひきこもりの問題を家族内で抱え

込むケースがあり、福祉サービス

につながらない 

本人や家族が困ったと感じた時に、

相談できる支援体制が必要。支援者

が定期的な訪問などを繰り返し、関

係をつくっておくことが大事 

33.3 

25.0 

16.7 

8.3 

8.3 

41.7 

0.0 

16.7 

16.7

0.0 

0.0 

8.3 

0.0 

0% 20% 40% 60%

ひとり暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

障がいのある人

認知症高齢者

ひとり親家庭

子育て世帯

高齢者や障がいのある人を介護している人

不登校

引きこもり

生活困窮者

外国人

その他

不明・無回答

団体調査(N=12)

40.0 

40.0 

30.0 

20.0 

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

10.0

10.0 

0.0 

30.0 

0.0 

0% 20% 40% 60%

事業所調査(N=10)
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③ 活動する中で、困っていることについて【団体】 

活動する中で、困っていることについてみると、「新しいメンバーが入らない」が

46.7％と最も高く、次いで「後継者がいない」が 30.0％、「活動資金が足りない」が

23.3％となっています。 

■団体が活動する中で、困っていること（３つまで○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 地域に貢献したい・できることについて【事業所】 

今後、地域に貢献したい・できることについてみると、「サービス提供を通じた貢献」

が 75.9％と最も高く、次いで「相談窓口の提供」が 37.9％、「福祉に関する役立つ情報

や技術の伝達」「集いの場所または機会の提供」「緊急時・災害時の協力」がそれぞれ

31.0％となっています。 

■今後、事業所として、地域に貢献したい・できること（３つまで○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.3 

46.7 

30.0 

16.7 

6.7 

20.0 

13.3 

6.7 

23.3

13.3 

10.0 

6.7 

0% 20% 40% 60%

活動のマンネリ化

新しいメンバーが入らない

後継者がいない

住民に情報発信する場や機会が乏しい

人々のニーズに合った活動ができていない

支援を必要とする人の情報が得にくい

他の団体と交流する機会が乏しい

活動の場（拠点）の確保が難しい

活動資金が足りない

特に困ったことはない

その他

不明・無回答

全体(N=30)

75.9 

31.0 

31.0 

37.9 

20.7 

17.2 

31.0 

6.9 

13.8

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

サービス提供を通じた貢献

福祉に関する役立つ情報や技術の伝達

集いの場所または機会の提供

相談窓口の提供

福祉や支え合いを担う人材の育成

課題共有の場への参加

緊急時・災害時の協力

日頃の見守りネットワーク等への参加

学習会・研修会への人的派遣

特にない・わからない

その他

不明・無回答

全体(N=29)
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第４節 第２次計画の取組状況と今後の方向性 

 

基本目標１ 地域で互いに支え合うまちづくり 

 

取組状況 

●行政パートナー・まちづくりパートナーの登録情報の周知を行うことで、幅広く活動

できる機会の充実に努めています。 

●保護者、地域の方が学校運営に参加する学校運営協議会を市内全校で設置しています。 

●老人クラブによる高齢者の買い物支援や、ひとり暮らし高齢者の見守り訪問が行われ

ています。 

●公民館での自主事業および地域ふれあいルームの実施、社会体育施設、図書館等の有

効活用、交流の場づくりを進めています。 

●いきいき百歳体操の普及に力を入れ、平成 29 年以降 15 か所で新規開設しています。 

●子育て世代活動支援センターWaku Waku を設置し、子育てに関する事業を一体的に

実施できる体制を整備しており、児童館等でも子育て中の親同士の集いの場を提供し

ています。 

●学校や企業を対象に認知症サポーター養成講座を開催しています。 

 

 

 

今後の方向性 

●包括的な支援体制により、複雑化・複合化する生活課題に対応することが重要であり、

公的サービスだけでなく、民間による取組も必要です。 

●地域団体等、地域の担い手同士の連携による支え合いの地域づくりが必要です。 

●生活支援コーディネーターを中心として、高齢者を地域で支える仕組みづくりが必要で

す。 

●公共施設等を活用し、住民が気軽に利用できるサービスや交流の場を確保することが必

要です。 

●認知症サポーター養成講座や家族介護教室等の開催により、認知症の人やその家族に対

する地域の見守り力の向上を図ることが必要です。 
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基本目標２ 市民一人ひとりが活躍するまちづくり 

 

取組状況 

●地域コーディネーター養成講座をはじめとした講座や研修を開催し、様々な方法での

ボランティア育成を図っています。 

●小中学校での福祉に関する体験学習、人権に関する学習機会として地区別学習会や動

画配信等を行い、福祉教育の推進に努めています。 

●ホームページや広報、チラシ等により成年後見制度についての周知・啓発を実施して

おり、相談件数は増加傾向となっています。 

●広報を通じて福祉相談室の紹介を行っています。 

●生活困窮者に対し、相談支援員や就労支援員による包括的な相談支援を行い、関係機

関へつなげるよう努めています。 

●就労支援事業所等と連携を図り、就労支援および職場定着支援を行い、障がいのある

人が自立した社会生活を送ることができるよう支援しています。 

●要保護児童対策地域協議会が児童虐待の予防や早期発見、関係機関への対応調整を行

っています。 

 

 

 

今後の方向性 

●地域の担い手確保に向け、福祉・人権教育を推進することで、一人ひとりの福祉意識の

向上を図ることが必要です。 

●適切な権利擁護支援に結びつくよう、成年後見制度等の周知・啓発に努めるとともに、

事業所等と連携し、制度利用に関する相談や利用につながる支援が必要です。 

●包括的な相談支援体制の整備に向け、多機関での連携強化、職員や専門職に向けた研修

の充実を図ることが必要です。 

●必要な情報を必要なタイミングで市民に届けるため、様々な方法による情報発信が必要

です。 

●障がいのある人が安心して自立した生活を送ることができるよう、就労支援や地域活動

等への参加支援などが必要です。 

●子どもの貧困等、家庭や子どもの困りごとについて、福祉相談室等での把握に努め、関

係機関と連携して対応することが必要です。 
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基本目標３ 安全・安心なまちづくり 

 

取組状況 

●防災出前講座やホームページによる防災に関する知識の普及に取り組んでいます。 

●自主防災組織が行う防災訓練等に企画段階から参画し、円滑な実施を支援しています。 

●避難行動要支援者対象者リストを作成し、本人に同意を得ながら、名簿登録を進めて

います。 

●不審者情報等について、有田市メールにより発信しており、団体の集まりや広報等で

登録の普及を図っています。 

 

 

 

今後の方向性 

●各団体との連携を図り、防災知識の普及に努めるとともに、避難行動要支援者への支援

等について周知することが必要です。 

●避難行動要支援者名簿の自主防災組織等との共有を図り、個別計画の作成を進めるなど

災害時の避難体制の整備が必要です。 

●警察等と連携しながら、地域の防犯意識の向上に努めることが必要です。 
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第５節 有田市の課題まとめ 

（１）地域の助け合い、支え合いの仕組みづくり 

少子高齢化による急速な人口減少、核家族化、共働き世帯の増加、若者の転出などによ

り、地域活動の担い手が不足し、アンケート調査からも、近所付き合いの減少や地域活動

への参加の減少がみられ、支え合いや助け合いといった関係が弱まってきていることがう

かがえます。 

また、地域活動に関する情報が届いていないことや住民同士の集いの場が不足している

ことが挙げられており、地域行事や地域の助け合い、支え合いを促進していくために、地

域活動への情報提供の工夫や気軽に集まれる場づくりが求められます。 

今後の福祉において地域が担う役割等についての周知啓発を行うとともに、支援の必要

な方が孤立しないよう地域の助け合い、支え合いの基盤づくりを進めることが重要です。 

 

 

（２）複雑化・複合化する課題、制度の狭間への対応 

複雑化・複合化する課題や制度の狭間にあたる課題などに柔軟に対応するため、地域や

行政をはじめ、関係機関、団体、事業所等との協働のもと、地域全体で包括的に支援して

いくことが必要となっています。 

本市では、高齢者のみの世帯が増加傾向にあり、介護などについての不安や悩みを抱え

ながら、相談できず孤立感を感じている人がいます。 

また、アンケート調査でも、相談について、誰にも相談しない割合が前回調査よりも増

加しており、気軽に利用できる身近な相談体制が求められます。 

地域で見守りが必要な方に対して、地域住民による日常的な見守りにあわせ、それぞれ

の課題に対し、関係機関が連携して対応できる体制を整備し、誰一人取り残さない支援体

制を構築することが重要です。 
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（３）安心して暮らせる支援の充実 

全国的に地震や大雨等の災害が発生しており、日頃からの災害時への備えがより一層大

切となっています。防災に対する住民の意識が高まっている一方、災害時の避難体制や防

災対策について不安を抱えている方が多くなっています。 

地域住民が災害時の情報をいち早く共有できる仕組みや、住民や行政、関係機関等の協

働による防災体制を構築し、住民同士の日頃からの助け合い、支え合いの関係づくりを進

めることが重要です。また、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、地域活動や福祉施設

の利用、災害時の避難所等における感染症対策を進めることが必要となっています。 

アンケート調査では、有田市で取り組んでいくべき福祉施策として、医療サービス体制

の充実が最も多くなっており、住民のニーズや課題に対応し、安心して暮らすことのでき

る地域の実現に向けて取組を進めていくことも必要です。 

また、今後利用が増加すると予想される成年後見制度について、認知度が低く、70歳以

上の利用意向が低くなっていることから、制度についての周知啓発や利用促進に取り組む

必要があります。 
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第３章 計画の基本理念と目標 

第１節 基本理念 

誰もが安心して暮らせる 

「つながり」「支え合い」の 

笑顔輝くまち ありだ 
～みんなが参加 みんなで福祉 みんなの幸せを実現できるまち～ 

 

つながりや支え合いを通して、誰もが安心して暮らし続けられるまちづくりを推進するた

め、有田市に関わるみんなが参加し、みんなの幸せを実現できるまちを目指します。         

 

 

 

第２節 有田市における地域共生社会 

本市では、地域共生社会の実現を目指すにあたり、複雑化・複合化する地域の課題に対

し、以下のイメージ図のような関係機関が密接に連携し、柔軟な対応を行う包括的な相談

支援体制を構築し、解決を図ります。 

■有田市の地域共生社会実現に向けた包括的な相談支援体制のイメージ 

 

 

 

 

 

  

社会福祉協議会 

福祉サービス事業所 

福祉相談室 

民間企業 

 

民生委員・児童委員 

医療機関 

 

 

 

 

関係機関との連携 

ハローワーク 

福祉相談室が生活課題への

相談にワンストップで対応

し、様々な部署・機関と連

携しています。 

相談者 

 
福祉課・健康課・ 
高齢介護課 など 

市の各担当部署 
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第３節 基本目標 

有田市の地域福祉を取り巻く課題の解決と基本理念の実現に向けて、３つの基本目標に

取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標１ 

地域で互いに 

支え合うまちづくり 

誰もが安心して暮らせる 

「つながり」「支え合い」の 

笑顔輝くまち ありだ 

地域活動への支援や住民同士の交流

の促進により、地域ぐるみで助け合

い、支え合う仕組みをつくることで、

支援の必要な人が気兼ねなく支援を受

けられるまちをつくります。 

基本目標２ 

一人ひとりの課題を 

解決できるまちづくり 

様々な課題を抱える個人や家族に対

して、関係機関や住民など地域全体で

包括的に支援できる体制を整備しま

す。誰一人取り残さないよう、一人ひ

とりに合った支援やサービスを受けら

れるまちをつくります。 

基本目標３ 

安全・安心な福祉 

のまちづくり 

避難行動要支援者への支援体制や日

頃からの支え合いの仕組みづくりによ

り、地域防災力の向上を図るととも

に、防犯体制の整備、情報提供によ

り、誰もが安全に安心して暮らしてい

けるまちをつくります。 

認知症や障がいなどにより判断能力が不

十分になった場合でも、適切に制度やサー

ビスが利用できる体制を整え、誰もがその

人らしく生きることができるための権利や

尊厳が守られるまちをつくります。 

成年後見制度利用促進基本計画 

成年後見制度の 

利用促進 
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第４節 新しい時代に合わせた地域福祉の推進 

（１）ＳＤＧｓの推進 

① ＳＤＧｓの概要 

2015年９月の国連サミットにおいて、先進国を含む国際社会全体の開発目標として

「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」が採択されました。ＳＤＧｓは、2030年までに世

界中で達成すべき事柄として掲げられており、「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、

17の目標と具体的に達成すべき169のターゲットから構成されています。 

■ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の17の目標 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

② ＳＤＧｓを踏まえた本計画における方向性 

福祉分野においては、全国的にこれまでの既存の支援体制だけでは対応しきれない、制

度の狭間の問題の顕在化、生活課題の複雑化・複合化がみられます。 

本計画の推進にあたっては、ＳＤＧｓの視点を取り入れながら、「誰一人取り残さない」

地域社会を実現するため、既存の制度の狭間にある人に対する支援の強化を図ります。 

 

■特に本計画と深く関連する目標 

目標１：貧困をなくそう 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わ

らせる 

目標３：すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生

活を確保し、福祉を促進する 

目標８：働きがいも経済成長も 

包摂的かつ持続可能な経済成長およびすべ

ての人々の完全かつ生産的な雇用と働きが

いのある人間らしい雇用を促進する 

目標10：人や国の不平等をなくそう 

各国内および各国間の不平等を是正する 

目標11：住み続けられるまちづくりを 

包摂的で安全かつ強靱で持続可能な都市お

よび人間居住を実現する 

目標17：パートナーシップで目標を達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段を強化

し、グローバル・パートナーシップを活性

化する 
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（２）「新しい生活様式」を踏まえた関係づくり 

世界的に新型コロナウイルス感染症が流行し、複数人が集まって行う活動が制限され、人

と接する機会が少なくなりました。新型コロナウイルス感染症拡大防止と社会経済活動の両

立を目的とした「新しい生活様式」が提唱され、生活における様々な場面で新たな社会課題

への対応が求められており、今後は「新しい生活様式」に基づいた感染症対策や地域活動の

実施が求められます。 

 

■「新しい生活様式」に基づく地域活動の実施イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「新しい生活様式」に基づく地域活動の実施 

地域でＩＣＴについて

学び合い、オンライン

会議やＳＮＳ等を活用

した情報交換・共有を

行う 

オンライン等を活用し

た参加人数の制限、対

人距離の確保による活

動を行う 

地域で困りごとを抱え

ている人に気づき、声

をかけ、助け合うまた

は専門機関につなぐ 

地域での助け合い ＩＣＴの学び合い 人との距離を確保した活動 
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第５節 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

基本理念 基本目標 

 
地域で互いに 

支え合う 

まちづくり 

１ 福祉・人権教育による意識醸成 
①福祉・人権教育の推進        

②寄付文化の醸成 

２ 多様な交流の場づくり 
①子ども・親同士の交流の充実  

②障がいのある人に関する交流の充実 

③あらゆる人の交流の推進 

３ 地域活動・ボランティア活動の促進 
①地域活動への参加促進 

②NPO・ボランティア活動の促進 

③活動拠点の確保 

④社会福祉法人の地域貢献 

⑤地域における人材の確保・育成 

 

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
「
つ
な
が
り
」
「
支
え
合
い
」
の
笑
顔
輝
く
ま
ち 

あ
り
だ 

基本施策 

 
一人ひとりの 

課題を解決できる 

まちづくり 

１ 包括的な相談支援体制（重層的支援体制）の整備 
①断らない相談支援体制の構築  

②参加支援の充実 

③地域づくりの支援 

２ 福祉サービス等の充実 
①障がいのある人の自立支援      

②子育て支援の充実 

③高齢者のフレイル予防の推進  

④認知症予防・対策の推進 

⑤福祉サービスの質の向上 

３ 多様な課題を抱える人への支援 
①虐待防止、DV 防止対策の推進  

②自殺予防対策の推進 

③生活困窮者への支援      

④ひきこもり者の支援 

⑤制度の狭間にある人の支援 

 

 

 安全・安心な 

福祉のまちづくり 

１ 防災・防犯対策の推進 
①地域における防災活動の推進  

②避難行動要支援者の支援 

③福祉施設等における安全対策  

④防犯対策の推進 

２ 誰もが暮らしやすい地域づくり 
①誰もが安全に暮らせる環境づくり 

②住宅確保要配慮者の住まいの確保支援 

③移動手段の確保 

３ 情報提供・共有の推進 
①多様な媒体による情報提供   

②関係機関による情報共有 

 

基本目標１ 

 

基本目標２ 

 

基本目標３ 

 

 
成年後見制度 

の利用促進 

①成年後見制度の周知啓発 

②成年後見制度の利用促進 

③地域連携の仕組みづくり 
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市民が主体的に 

地域課題を把握 

地域福祉に関わる 

多様な主体による 

ネットワーク 

関連する 
取組 

基本目標１―３ 

基本目標２―１ 

基本目標２―３ 

第４章 施策の展開 

第１節 重点テーマ 

（１）制度の狭間を生み出さない包括的な支援体制づくり 

近年、高齢・障がい・子ども・生活困窮などに関する課題を複合的に抱える人や、制度の

狭間にあり社会的孤立に陥っている人が増えており、こうした様々な市民を地域の中で包括

的に支援する仕組みが求められています。 

誰もが住み慣れた地域でいきいきと自分らしく生活を送ることができる地域共生社会の実

現に向けて、地域、関係機関、団体、事業所等の連携を強化し、課題を複合的に抱える人や

制度の狭間にある人に対し、迅速かつ適切な支援を行う必要があります。 

また、複合的な支援を必要とする人は、自ら相談に行くことが難しい人や困難を抱えてい

ること自体に気づいていない人などが多く、自発的な行動から支援につながりづらいことか

ら、地域福祉に関わる多様な主体によるネットワークが積極的な働きかけによる支援を行う

とともに、地域住民が身近な関係性から主体的に地域課題を把握していく体制の構築を目指

します。 

 

■包括的な支援体制のイメージ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

公的サービス 

 
市民団体 老人クラブ 

企業・事業所 子ども食堂 

社会福祉協議会 

自治会 

地域包括 

支援センター 

社会福祉法人 

医療機関 

連携 

（情報共有・支援方策の検討） 

積極的な働きかけ 

による支援 

ボランティア 地域住民 

介護 

認知症 

孤立 

生活困窮 

障がい 

子育て 

NPO法人等 

民生委員・ 

児童委員 

 

気づき、 

つなげる 

保健センター 市役所（※2） 

※1…公的サービスの提供者としての立場 
※2…ネットワークの構成員としての立場 

など 

支援を必要とする人 

市役所（※1） 
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福祉に対する関心は薄いが、 

地域活動には取り組んでいる市民、 

新たに地域活動に参画する市民 

様々なきっかけ 

関連する 
取組 

基本目標１－１ 

基本目標１―２ 

基本目標１―３ 

 

（２）市民の地域福祉への参画促進とリーダーの育成 

地域福祉を進めるためには、地域別に異なる人口動態や地域資源、地域福祉活動の状況を

踏まえた取組が重要です。したがって、専門的な支援機関だけでなく、地域のことを最も理

解している市民自身が、地域課題を自分事として捉え、地域福祉の担い手となる必要があり

ます。 

今後は、福祉分野以外の地域活動に取り組んでいる市民や新たに参画する市民が福祉に関

心を持ち、地域福祉の“リーダー”として各地域で活躍いただけるよう、既存の地域活動の

取組を活かした市民の地域福祉への参画促進を行うとともに、リーダーを育成することが重

要です。 

 

■リーダー育成のアプローチイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

連携 市役所 
社会福祉協議会、社会福祉法人、 

医療機関、自治会等 

地
域
福
祉
へ
の
関
わ
り 

高 

低 

活動継続への支援 
（各種助成、機会・場・情報 

の提供、育成支援等） 
情報 

共有等 

 

地域福祉のリーダー 
活動への理解や支
援があったり、仲
間がたくさんいた
ら、もっともっと
頑張れるな！ 

支援が必要な層 

●専門機関へのつなぎ 
口コミ・声かけによる 

参加への呼びかけ 困っている人を助

けたいけれど、ど
うしたらいいだろ

う？ 

地域福祉のリーダーへ！ 

専
門
的
な
支
援 

日常的な見守り・声かけ 

やる気アップと仲間づく

りにより、「受身型」から 

「主体型」「持続・

発展型」市民に！ 

Ｐｏｉｎｔ 

機
会
提
供 

活動の 

サポート 

興味はあるが活動に結びついていない層 

まずは隣近所へのあいさつ等の自

分にできることから始めることで、

徐々に地域福祉活動へ参画！ 

Ｐｏｉｎｔ 
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第２節 基本目標別の取組 

 

基本目標１ 地域で互いに支え合うまちづくり 

≪基本目標の成果を測る指標≫ 

「地域活動への参加率」を高める 
（市民アンケート調査で地域活動に「参加している」 

「活動内容により参加している」「気が向いた時に参加し

ている」と回答した割合の合計） 

現状値 

（令和２年） 

 

目標値 

（令和７年） 

46.5％ 60.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標１ 

解決したい！地域のこんな困りごと 

  地域活動の参加者が固定化している 

地域で行事を開催しても、参加するのはいつも同

じ顔ぶればかり。なかなか新しい参加者が増えませ

ん。負担が集中してしまい、これまで参加してくれ

ていた人も最近見かけなくなってしまいました。 

特に若い世代では、近所付き合いをしない人も増

えており、せっかく続けてきた地域の活動が途絶え

てしまわないか心配です。 

祭りなどを通して、有田市に住む子どもたちがさらに有田市を好きになっ
てくれることを願っている。また、共通の趣味を持つ人たちが集まることが
できる場所を提供してほしい。 

 
市民の声 

ケース① 
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１ 福祉・人権教育による意識醸成 

 

 

 

 

 

 

■市民の福祉・人権に対する意識や関心を高めるため、人権啓発地区別学習会や研修等、

学習機会の提供に努めるとともに、小中学校では授業や職場体験等を通じ、高齢者や福

祉に関する理解を深めています。市民アンケートでは福祉教育のニーズについて、「みん

なが交流・学習できる機会づくり」が最も高く、今後も地域、学校において福祉や人権

について学び・体験することができる機会を確保していくことが必要です。 

■有田市社会福祉協議会を受付窓口として赤い羽根共同募金が行われており、集められた

募金は小中学校への学校図書の寄贈、保育所・幼稚園での人形劇の上演、高齢者福祉活

動、ボランティア活動の推進等に使用されています。今後はテーマ型募金やクラウドフ

ァンディングへの協力など、多様な形での寄付行為への参加を呼びかけるなど、寄付文

化の啓発を図ることが必要です。 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域福祉の推進に向け、担い手の確保・育成を図るためには、一人ひとりの福祉

意識を高めることが必要です。そのため、地域・家庭・学校等の様々な場における

市民に対する福祉・人権教育、啓発や寄付文化の醸成を図ります。 

有田市の現状と課題 

みんなでやってみよう！ 
～市民・団体・企業等の取組～ 

○市民一人ひとりが福祉に関する勉強会や研修等に積極的に参加したり、地域でのでき

ごとに関心を持つよう心がけましょう。 

○地域課題の解決につながる募金やクラウドファンディングなどに対し、自分ができる

範囲で寄付しましょう。 

○団体や企業は、福祉に関する勉強会の開催や研修参加を促しましょう。 

 

地域でできること 
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①福祉・人権教育の推進 
取 組 内 容 

福祉教育の充実 
小・中学校において地域住民との地域連携を積極的に推進するととも

に、福祉教育や福祉体験の機会を充実します。 

人権教育の推進 

参加者の興味・関心がわく内容を把握し、動画配信等効果的な実施方

法により、地区別学習会や人権啓発市民のつどいを開催することで、

人権意識の高揚や、人権課題に即して正しい理解と認識を深めます。 

隣保館における

各種相談の推進 

隣保館では、地域における様々な生活上の課題の解決に向けた各種相

談事業等に取り組みます。 

生涯を通じた 

福祉教育の推進 

生涯学習の場などを活用し、あらゆる機会を通じて福祉教育を推進し

ます。 

 

②寄付文化の醸成 
取 組 内 容 

市民の寄付文化

の啓発 

企業や市民による寄付を促進するため、地域福祉団体の活動の情報提

供や広報活動を周知するとともに、寄付の効果的な活用と使途の透明

性確保も踏まえた寄付の仕組みづくりに取り組みます。 

 

 

 

  教育総務課、市民課、生涯学習課、福祉相談室 

 

 

 
 

指標名 
現状値 

（令和２年） 

目標値 

（令和７年） 

地区別学習会参加者数 

０人（中止） 

※令和元年度：459人 

 

動画配信再生延べ回数 

605 回 

700 人 

 

 

動画配信再生延べ回数 

5,000 回 

人権啓発市民のつどい参加者数 
０人（中止） 

※令和元年度：320人 
700 人 

  

行政の主な取組 

取組の進捗を測る指標 

担当課 
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２ 多様な交流の場づくり 

 

 

 

 

 

■子育て中の家庭が地域において孤立したり、悩みを抱え込んだりすることがないよう、

親同士の交流、子育ての悩み相談の場として、「子育て世代活動支援センターWaku 

Waku」を開設しています。今後も身近な地域において子育て中の家庭が相談・交流で

きる場を確保することが必要です。 

■障害者美術展を開催し、障がいのある人の作品を通じて、交流や理解促進を図っていま

す。一方で市民アンケートでは障がいのある人との交流機会がほとんどない人が半数以

上となっており、身近な地域において市民と障がいのある人が交流できる場を確保する

ことが必要です。また、障害者差別解消法により、障がいのある人への合理的配慮（障

がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要として

いるとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応すること）が求められて

おり、地域の中で理解を深めていくことが必要です。 

■市内８公民館での自主事業や地域ふれあいルームの実施などにより、多様な交流や居場

所づくりにつなげていますが、団体アンケートでは地域での交流機会が少ないことが課

題として挙げられており、年齢や障がいの有無、国籍などを問わず気軽に立ち寄れる場

や機会を創出していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域での孤立の発生予防、孤立している人の早期発見・早期対応ができるよう、

年齢や障がいの有無、国籍等に関わらず、様々な場所・機会を活用した交流の場づ

くりに努めるとともに、有田市に暮らす誰もが違いや多様性を認め合い、互いに支

え合うことができる地域づくりを進めます。 

みんなでやってみよう！ 
～市民・団体・企業等の取組～ 

○地域の子どもをみんなで育むことができるよう、子育てや教育を支える取組に関わる

機会を持ちましょう。 

○障がいのある人やその家族との交流の機会を持ちましょう。 

○団体や企業は、地域住民が参加できるイベントを開催するなど、交流の場や機会を創

出しましょう。 

○一人ひとりが隣近所や地域の人と積極的にあいさつをしたり、地域の行事や地域活動

に参加するなど、身近な交流を大切にしましょう。 

地域でできること 

有田市の現状と課題 
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①子ども・親同士の交流の充実 
取 組 内 容 

子育て世代の交

流の機会づくり 

子育て世代活動支援センターWaku Waku・児童館・子育てサークル

等で、親同士が交流したり、悩みを相談できる場の充実に取り組みま

す。 

学校運営協議会

の活動促進 

保護者、地域の人が学校運営に参加する学校運営協議会の活動によ

り、地域と子どもの交流機会の充実に取り組みます。 

 

②障がいのある人に関する交流の充実 
取 組 内 容 

障がいのある人

の交流促進 

身近な地域において、障がいのある人と地域住民が交流する機会や場

を創出するとともに、障がい者団体や地域住民団体、福祉サービス事

業所主体の交流事業を支援することで、障がいのある人の交流を促進

します。 

合理的配慮への

理解促進 

障がいや合理的配慮への理解を深めるための啓発を行い、困難なく交

流できる環境づくりを推進します。 

 

③あらゆる人の交流の推進 
取 組 内 容 

多様な交流の場

や居場所づくり 

年齢や障がいの有無、国籍に関わらず、身近な地域において気軽に立

ち寄り、いつでも誰でも交流できる場を確保するなど多様な居場所づ

くりを行います。 

世代間交流の促

進 

各種イベント・講座等において、世代間交流を生み出す機会の創出を

行います。 

 

 

 

  福祉課、教育総務課、高齢介護課、福祉相談室、生涯学習課 
 

 

 

指標名 
現状値 

（令和２年） 

目標値 

（令和７年） 

いきいき百歳体操の開催場所 15 か所 36 か所 

世代間交流イベントの実施 172 回 220 回 

  

行政の主な取組 

取組の進捗を測る指標 

担当課 
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３ 地域活動・ボランティア活動の促進 

                    

 

 

 

 

 

 

■高齢化と人口減少により、地域活動の担い手が減少している中、市民アンケートでは地

域活動への参加割合も低下していることがうかがえます。活動に参加しない理由として

「どんな活動があるか知らない」が多くなっており、市民に向けた活動に関する情報提

供・PR や、参加しやすい、してみたいと思える活動機会の創出が必要です。 

■行政パートナー・まちづくりサポーターについて、登録があっても活用する機会が限ら

れており、政策・施策の様々な分野においてNPO団体や事業者との協働の取組を拡充・

拡大していく必要があります。また、団体アンケートでは活動する上で新しいメンバー

が入らないことや後継者不足が課題となっており、活動の活性化に向け、市民の参加促

進を図ることが必要です。 

■団体アンケートでは市や社会福祉協議会に期待することとして、「活動場所の提供」が求

められており、公共施設などの幅広い活用を促進することが必要です。また、コロナ禍

において、地域における様々な活動が困難であり、新しい生活様式に合わせた安心して

活動できる環境づくりが必要です。 

■平成 28 年改正社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、本来

の役割を明確化するため、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設

されました。事業所アンケートでは地域に貢献したい・できることについて「サービス

提供を通じた貢献」「相談窓口の提供」などの割合が高く、今後は地域課題に応じたさら

なる公益的な取組が展開されるよう、情報共有や必要に応じた協働の取組が必要です。 

■地域コーディネーター養成講座や各種活動に関する研修会を実施していますが、地域活

動におけるリーダー的な人材のなり手が不足しており、主体的に地域福祉を推進するた

めの人材育成が必要です。 

  

自治会等の地域活動の活性化や、地域における見守り・支え合いの促進に努める

とともに、NPO・ボランティア団体等の活動促進と地域活動の拠点確保などにより

誰もが支え合える地域づくりを進めます。また、さらなる地域福祉推進のため、社

会福祉法人による地域貢献活動の促進、地域活動の担い手確保やリーダーの育成に

取り組みます。 
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①地域活動への参加促進 
取 組 内 容 

地域活動活性化

のための情報提

供 

市民が様々な地域活動に参加するきっかけづくりのため、地域のこと

や活動に関する情報提供、広報活動の充実に取り組みます。 

地域における見

守りの充実 

子どもやひとり暮らし高齢者、認知症高齢者、障がいのある人など、

地域における見守りの充実を促進します。 

住民参加による

地域支え合い体

制の充実 

生活支援コーディネーターを中心に、地域における社会資源の開発や

支援者のネットワークの構築を図り、支え合いの地域づくりを推進し

ます。 

 

  

みんなでやってみよう！ 
～市民・団体・企業等の取組～ 

○地域活動やボランティア活動に関心を持ち、情報収集や参加・参画をしましょう。 

○地域において支援を必要とする人などに対し、日頃から見守りを心がけましょう。 

○社会福祉協議会はボランティアの人材を育成しましょう。 

○団体は、興味・関心を持ってもらえる活動テーマの検討など、新たな活動者を確保・

育成する取組を推進しましょう。 

○企業等は、地域活動やボランティア活動への参加、支援を行いましょう。 

○身近な地域における公共施設等を地域活動の場として活用しましょう。 

○団体や企業は、福祉の担い手のひとつとして、地域活動や支え合い・助け合いの活動

などの公益的な取組に参加・参画するなどしましょう。 

○趣味や経験を活かして、地域活動やボランティア活動に参加することで福祉の担い手

としての経験やスキルをみがきましょう。 

行政の主な取組 

地域でできること 
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②NPO・ボランティア活動の促進 
取 組 内 容 

NPO・ボランテ

ィア団体の活動

支援 

広報ありだやホームページ・SNS 等を通じ、地域の課題解決に取り

組む NPO・ボランティア団体等への情報提供などの支援により、活

動のさらなる活性化を促進します。 

行 政 パ ー ト ナ

ー・まちづくり

サポーターの活

動促進 

行政パートナー・まちづくりサポーターへの登録を推進するととも

に、活動の機会を充実します。 

多様な主体の連

携 に よ る 見 守

り・支え合いの

促進 

自治会をはじめ、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、ボランティ

ア団体、NPO など、地域活動に取り組む多様な主体との連携を強化

し、見守り・支え合い活動を活発化します。 

 

③活動拠点の確保 
取 組 内 容 

活動の拠点確保 
公民館などの公共施設を有効に活用した地域活動の拠点の確保に取り

組みます。 

安心して活動で

きる環境づくり 

公共施設において、適切な感染予防などを講じるとともに、正確な情

報発信を行うことで、地域住民や団体等が安全に活動に取り組むこと

ができる環境を整備します。 

 

④社会福祉法人の地域貢献 
取 組 内 容 

社会福祉法人の

地域貢献の促進 

複雑化・複合化した地域課題を解決するため、社会福祉法人による地

域における公益的な取組（日常生活または社会生活上の支援を必要と

する人に対する、無料または低額による福祉サービスの提供）が展開

されるよう、優良事例の紹介や情報共有に取り組みます。 
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⑤地域における人材の確保・育成 
取 組 内 容 

地域における福

祉の担い手づく

り 

地域の課題に気づき、実践することができる人材や、専門的な知識や

技術を持ち、ボランティアや NPO 等で活躍できる人材の育成、高齢

者、障がいのある人、育児経験者などが地域福祉活動の担い手となる

取組を推進します。 

生活支援コーデ

ィネーターの活

動促進 

生活支援コーディネーターの活動により、地域福祉活動に参加できる

人や高齢者の生活支援の担い手の養成・発掘を行います。 

民生委員・児童

委員活動の支援 

地域での身近な相談や見守り、関係機関へのつなぎ役として、民生委

員・児童委員の活動推進や連携を図り、活動内容の周知に取り組みま

す。 

 

 

 

秘書広報課、福祉課、福祉相談室、生涯学習課、教育総務課、高齢介護課、経営企画課、

防災安全課、市民課 

 

 

 

指標名 
現状値 

（令和２年） 

目標値 

（令和７年） 

行政パートナー活動件数 2 件 8 件 

まちづくりサポーター活動件数 9 件 13 件 

 

 

 

 

 

 

  

取組の進捗を測る指標 

〈コラム〉 あなたのまちの民生委員・児童委員 
 
◆こんな困りごとはありませんか？ 

・高齢になり、ひとり暮らしで心細い 

・子育てのことで身近な相談相手がほしい 

・福祉サービスの内容や利用方法がわからない 

・地域に気にかかる家庭がある 

 

 

 
民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公

務員で、ボランティアとして活動しています。また、民生委員は児童福祉法に定める

児童委員を兼ねることとされています。 

活動内容は、生活上の様々な相談に応じるほか、高齢者や障がい者世帯の見守り

や安否確認の実施、支援を必要とする人と行政等関係機関とのパイプ役を担ってい

ます。 

担当課 
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〈コラム〉 ライフステージにおける基本的な地域・福祉との関わり 
 

地域福祉活動は、あいさつや声かけ、ちょっとした気配りなどから始まります。 

下の表を見ながら、「みんなで支え合う地域づくり」に向けて、できることから始めてみ

ませんか。 

 

ライフステージ 活動内容 組織等 

幼児期（保護者等） 

 

・あいさつの仕方を教えましょう 

・地域の人と交流しましょう 

・地域のイベントに参加しましょう 

・家のお手伝いをしたり、困っている人を助

けたら、褒めましょう 

保育所 

幼稚園 等 

学生期 

 

 

・友達と仲良くしましょう 

・いじめや差別はやめましょう 

・道徳教育・福祉教育で学んだことを実践し

ましょう 

・自分でもできるボランティアがあったら参

加しましょう 

学校教育 

ボランティア体

験 

福祉体験 

施設訪問 等 

青年期・壮年期 

 

・隣近所で協力し合って助け合いましょう 

・自治会に加入しましょう 

・地域の一員として、地域活動に参加しまし

ょう 

・自分でもできるボランティアがあったら参

加しましょう 

自治会活動 

ＰＴＡ活動 等 

高齢期 

 

・隣近所で協力し合って助け合いましょう 

・地域活動に参加しましょう 

・ボランティア活動に参加しましょう 

・サロン活動や趣味活動に参加しましょう 

・地域の伝統や文化を次世代に伝承しましょ

う 

自治会活動 

地域のサークル活

動 等 
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基本目標２ 一人ひとりの課題を解決できるまちづくり 

≪基本目標の成果を測る指標≫ 

全世代に対応した包括支援センターの設置 
現状値 

（令和２年） 
 

目標値 

（令和７年） 

0か所 1か所 

 

 

 

 

        
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標２ 

解決したい！地域のこんな困りごと 

ご近所の“気になる”家庭をどうするか 

隣の家族は自分の子どもと同じ年齢で高校生の

はずですが、あまり見かけることがありません。 

近所でも「あそこのうちの子どもはひきこもり

ではないか。」という噂が出ています。 

何かしてあげられることはないか、と思いつつ

も、近所付き合いもなく、家庭のことなので介入し

づらく感じています。このまま放っておいても、役

所や専門機関が助けてくれるんじゃないか、という

気持ちもあり、具体的な行動は起こせずにいます。 

ケース② 

道端で立ち話をしている人の姿を見なくなり、近所の子どもの名前や学年
も知らないのが非常に寂しい。もう少し地域で集まる機会があれば、気心も
知れ助け合いができると思う。 

 
市民の声 
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１ 包括的な相談支援体制（重層的支援体制）の整備 

 

 

 

 

■人と人との交流機会が減少する中で、ひきこもり、虐待、DV、不登校、いじめ、ごみ屋

敷など孤独・孤立に起因する様々な社会問題への対応が求められています。市民アンケ

ートでは 30 歳代と 50 歳代で日常生活の中で孤立感を感じている割合が高くなってお

り、相談先の確保や地域とのつながりの創出が必要です。 

■令和２年から福祉相談室を設置し、生活課題への相談に対しワンストップで対応してい

ます。一方で、市民アンケートでは相談相手について「近所の人」などが減少し、誰に

も相談しない割合が増加しており、公的な相談窓口だけでなく、身近な人との関わりを

持つことも必要です。 

■8050 問題（高齢の親が中高年の子どもの生活を支える）、ダブルケア（子育てと介護）

やヤングケアラー（家族の介護などをしている若年者）など、制度の狭間にある人への

支援が課題となっており、社会とのつながりを回復するための参加支援が必要です。 

■市民アンケートでは近所付き合いが「ほとんどない」割合が 6.8％となっており、誰も

が参加・交流することができる地域づくりが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

支援を必要とする人が、相談できないまま孤独・孤立に陥ることがないよう、複雑

化・複合化する課題に対応できる相談体制の充実を図るとともに、地域、関係機関、

団体、事業所等との協働のもと、参加支援、地域づくり支援に取り組みます。 

みんなでやってみよう！ 
～市民・団体・企業等の取組～ 

○不安や悩みは、一人で悩まずに身近なところに相談するようにしましょう。 

○地域の人と顔の見える関係性を築き、いざという時に支え合えるようにしましょう。 

○団体・企業等では、市民や従業員等の相談を受け、適切な支援につなげるように心が

けましょう。 

地域でできること 

有田市の現状と課題 
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①断らない相談支援体制の構築 

取 組 内 容 

相談支援体制の

充実 

市民の日常生活上の悩みや生活困窮、ひきこもり、虐待等の様々な相

談に応じるとともに、多機関協働による対応やアウトリーチによる支

援など、断らない相談支援体制を構築します。 

相談に関わる職

員の資質向上 

研修の機会を充実することで、相談に関わる職員の資質の向上を図

り、複雑化・複合化している相談に適切に対応できる体制を整備しま

す。 
 

②参加支援の充実 
取 組 内 容 

多様な参加の促

進 

高齢・障がい・子ども・生活困窮等の既存制度では対応できない狭間

のニーズに対応するため、本人に寄り添って、社会とのつながりを回

復するための支援を行います。 
 

③地域づくりの支援 
取 組 内 容 

地域における孤

立の防止・誰も

が交流・活躍で

きる地域づくり 

サロン活動や子ども食堂など、多分野における居場所、交流の拠点づ

くりに努め、住民同士のケア・支え合う関係性を構築するとともに、

地域における孤立の発生・深刻化の防止に取り組みます。また、世代

間の交流や多様な活躍の場を確保する地域づくりに向けた支援を行い

ます。 

 

 

福祉相談室、高齢介護課 

 

 
 
 

指標名 
現状値 

（令和２年） 

目標値 

（令和７年） 

いきいき百歳体操の開催場所 15 か所 36 か所 

地域交流拠点の整備 ２か所 ５か所 

※地域交流拠点…地域の人々が集い、交流を図ることで、地域コミュニティを醸成し、また、主体

的に地域課題に取り組み、支援機関へつなぐことで解決に結びつけるなどの拠点。 

 

 

  

行政の主な取組 

取組の進捗を測る指標 

〈コラム〉 福祉に関する困りごと相談 ～福祉相談室～ 
 
生活困窮や介護、子育てなど、どこに相談すればよいかわからない

福祉に関する様々な困りごとを相談できる窓口として「福祉総合相談

窓口」を開設しています。 

相談支援員がお悩みをお聴きしながら一緒に考え、お役に立てる情報を提供し、関

係機関と連携しながら、解決への道筋を一緒に考えます。自分のこと、近所のことなど

お困りのことがありましたら、一度ご相談ください。 

 

担当課 
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２ 福祉サービス等の充実 

 

 

 

 

■障害者手帳所持者数が増加傾向となっています。障がいのある人が自立した社会生活を

送ることができるよう、事業所と連携しながら障害福祉サービスの提供や就労に向けた

支援をしており、今後も障がいのある人の地域における自立支援が必要です。 

■子育て家庭への継続的支援や子ども・子育て支援事業の展開により、今後も家族構成や

働き方・暮らし方に合わせた子育て支援ニーズへの対応が必要です。 

■高齢者が増加する中、介護を必要とする人の増加を防ぐため、地域における健康づくり

や介護予防の取組、高齢者の社会参加機会の拡充など、フレイル予防への対策、また、

認知症サポーター養成講座や家族介護教室、認知症カフェへの支援等、認知症への理解

促進を図っており、今後も認知症の早期発見・早期対応が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

関係機関等との連携を強化し、高齢者や障がいのある人、子育て中の家庭に対し、

切れ目のない支援を行うとともに、福祉サービスを提供する事業者に対する支援や情

報共有を通じ、サービスの質の向上を促進します。 

 

みんなでやってみよう！ 
～市民・団体・企業等の取組～ 

○認知症や障がいのある人への理解、福祉サービスについて正しい認識を持ちま

しょう。 

○公的な福祉サービスを補う支援の担い手として参画しましょう。 

○介護予防や認知症予防に取り組みましょう。 

○団体、企業等は、それぞれの人の状態やニーズに合った支援を行いましょう。 

○企業は障がい者の法定雇用率を遵守しましょう。 

地域でできること  
 

有田市の現状と課題 
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①障がいのある人の自立支援 
取 組 内 容 

適切なサービス

利用の促進 

障がいのある人やその家族等のあらゆる困りごとに寄り添い、支援で

きるよう、障害福祉サービスや地域生活支援事業等の適切な利用を促

進します。 

障がいのある人

の就労支援 

企業の障害者雇用への理解促進に向けた周知・啓発により、障がいの

ある人の雇用の推進に取り組むとともに、障がいのある人が安心して

就労できるよう、就労後の定着支援までの一貫した支援を実施しま

す。 
 

②子育て支援の充実 
取 組 内 容 

子育てに関する

相談支援体制の

充実 

関係機関等との連携を強化し、地域子育て支援センター、子育て世代

包括支援センター、子ども家庭総合支援拠点等における相談支援体制

を充実します。 

子育て支援サー

ビス等の充実 

延長保育や一時預かり、病児保育など、多様な子育てのニーズに対応

した各種子育て支援サービスを実施するとともに、ファミリー・サポ

ート・センター事業やスマイルチケット事業など、地域の企業や人々

との協働による子育て支援や、地域ふれあいルームや児童館など子ど

もが安心できる居場所を創出します。 

子育てに関する

経済的負担の軽

減 

出産祝い補助金や医療費助成や幼児教育・保育の無償化等、子育て世

帯の経済的負担軽減の支援を行います。 

ひとり親家庭へ

の支援 

ひとり親家庭の様々な相談に応じ、関係機関と連携を図りながら支援

を行います。 

 

③高齢者のフレイル予防の推進 
取 組 内 容 

高齢者の健康づ

くり・介護予防

によるフレイル

の予防 

フレイル予防につなげるため、自主サークル「いきいき百歳体操」の

普及や介護予防運動教室などを通える場所で実施するとともに、保健

事業と介護予防の一体的な実施によるさらなる予防効果の向上に取り

組みます。 
 

  

行政の主な取組 
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④認知症予防・対策の推進 
取 組 内 容 

認知症予防およ

び早期発見・早

期対応の充実 

認知症サポーター養成講座や認知症カフェ等、認知症に対する市民の

理解を深めるとともに、認知症予防や早期発見による重度化防止に向

けた支援を行います。 

 

⑤福祉サービスの質の向上 
取 組 内 容 

事業所に対する

支援・指導 

利用者が適切なサービスを受けることができるよう、サービス提供事

業所に対し、従事者の研修参加の促進や定期的な実地指導などを行

い、サービスの質を向上します。 

福祉サービス利

用に関する相談

支援体制の充実 

福祉に関する相談窓口において、福祉サービスを必要とする市民に対

する相談支援体制を充実します。 

分野横断的なサ

ービスの展開 

高齢、障がい、子ども等に対し、切れ目のない福祉サービスを提供

し、利用者の利便性を向上します。 

 

 

福祉課、産業振興課、福祉相談室、健康課、生涯学習課、高齢介護課 

 

 
 

指標名 
現状値 

（令和２年） 

目標値 

（令和７年） 

65 歳以上高齢者の要介護認定率 19.8％ 19.6％ 

認知症サポーター数 2,277 人 4,350 人 

 

  

取組の進捗を測る指標 
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３ 多様な課題を抱える人への支援 

 

 

 

 

 

■新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛の影響により、虐待や DV などの被害の

増加が懸念されています。また、全国的に子どもや女性の自殺者も増加傾向にあり、周

囲の人が異変に早期に気づき、適切な支援につなぐことが必要です。 

■有田市においても令和２年度に生活困窮に関する相談が増加している中、市民アンケー

トでは生活困窮者に必要な支援として「仕事の紹介」や「就労に必要な訓練」などが求

められており、経済的な自立に向けた支援が必要となっています。 

■ひきこもりや 8050 問題、ダブルケア、ヤングケアラーなど、複数の問題を抱えた家庭

を適切な支援につなぐため、相談窓口やサービスの周知、支援機関による連携体制の強

化が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

虐待や DV、自殺対策、生活困窮、子どもの貧困、ひきこもりなど、これまでの支

援制度では対応が難しい問題や制度の狭間にある 8050 問題やダブルケア、ヤング

ケアラーなどに対し、公的な支援や関係機関との連携、地域のつながりにより、状

況を把握し、早期対応に取り組みます。 

 

みんなでやってみよう！ 
～市民・団体・企業等の取組～ 

○身の回りの人の生活課題に気づいたら、行政や社会福祉協議会などの相談窓口

に相談しましょう。 

○虐待や DV などを発見したら、警察に通報しましょう。 

○悩みを抱えている人の話を聞いてあげましょう。 

○団体・企業等は、従業員等のメンタルヘルス対策に心がけましょう。 

○団体・企業等は、介護休暇等、制度の適切な運用に努めましょう。 

地域でできること 

有田市の現状と課題 
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①虐待防止、DV 防止対策の推進 
取 組 内 容 

虐待やDV防止に

向けた周知・啓

発 

様々な機会を活用し、虐待や DV の防止のための啓発に努めるととも

に、市民の通報義務について周知・啓発を行います。 

専門的な支援に

つなげる体制の

構築 

各種相談窓口や民生委員・児童委員や教育機関、支援機関、警察等の

関係機関との連携を強化し、専門的な支援につなげる体制を構築しま

す。 
 

②自殺予防対策の推進 
取 組 内 容 

自殺予防に向け

た相談・支援体

制の充実 

自殺予防に向けた啓発や相談窓口の周知を図るとともに、「ゲートキ

ーパー」の役割を担う人材の育成を推進します。 

自殺につながる

おそれがある課

題解決の支援 

介護や生活困窮、労働環境、心の健康など、自殺につながる悩みを抱

え込まないよう、関係機関との連携により、適切な支援につなげま

す。 
 

③生活困窮者への支援 
取 組 内 容 

生活困窮者の早

期把握 

生活困窮者の早期把握のため、関係機関との連携体制の充実を図ると

ともに、生活困窮者の自立促進のため、相談支援員・就労支援員によ

る包括的な支援を推進します。 

生活困窮者の住

まいや仕事の支

援 

離職などにより住居を失った人、または失うおそれの高い人に、就職

に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給し、

生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。 
 
④ひきこもり者の支援 

取 組 内 容 

ひきこもり当事

者への支援 

ひきこもりなど社会的に孤立した状態にある人が社会とのつながりを

取り戻せるよう、当事者の状況に合わせ、個別面談や訪問相談、民間

の支援団体との連携など、専門相談や居場所への支援を行います。 

ひきこもり者の

家族への支援 

ひきこもりに悩む家族からの相談への対応や、情報提供などの支援を

行います。 
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⑤制度の狭間にある人の支援 
取 組 内 容 

複合的な課題を

抱える人の早期

発見・早期対応 

各種会議や関係機関等との連携を強化し、情報を幅広く収集し、複合

的な課題を抱える人の早期発見・早期対応に取り組みます。 

孤独・孤立対策

の充実 

教育機関等との連携による子どもの貧困やヤングケアラーの実態把握

とともに、各種相談窓口や各種調査などを通じ、あらゆる世代の孤

独・孤立の実態を把握し、適切な支援につなげます。 

 

 

 

高齢介護課、福祉課、福祉相談室、市民課、健康課 

 

 
 

指標名 
現状値 

（令和２年） 

目標値 

（令和７年） 

ゲートキーパー養成数 178 人 500 人 

  

取組の進捗を測る指標 

担当課 
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基本目標３ 安全・安心な福祉のまちづくり 

≪基本目標の成果を測る指標≫ 

タイムライン策定地区数 
現状値 

（令和２年） 
 

目標値 

（令和７年） 

0地区 8地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※タイムライン…災害の発生を前提に、防災関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し

共有した上で、「いつ」「誰が」「何をするか」に着目し、防災行動とその実施主体

を時系列で整理した計画。 

 

 

  

基本目標３ 

解決したい！地域のこんな困りごと 

災害時にどう行動すればよいか 

台風や集中豪雨など、毎年のように日本各地で

災害が起こっており、川の近くに住んでいるので

不安に思っています。もし、川が氾濫したり土砂

崩れが起こった時、どこに、どのように避難した

らよいか、近所に住んでいるひとり暮らしの高齢

者や障がいのある方は誰が助けるのか気がかりで

す。 

個人での避難には限界があり、施設やひとり暮らしの高齢者の避難方法や
市民はどういった手段で逃げるのかを作成しホームページに記載してほし
い。 

 
市民の声 
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１ 防災・防犯対策の推進 

                                        

 

 

 

 

■全国的に大規模自然災害が頻発しており、南海トラフ巨大地震の発生も懸念される中、災

害ボランティア登録者数および団体数は、ほぼ横ばいとなっています。地域の防災力を高

めるためには、市民への防災意識の啓発や防災体制の充実が必要です。 

■避難行動要支援者について、高齢化により対象者数が増加している中、登録者数は横ばい

となっています。今後も災害時に備え、避難行動要支援者に対する支援、制度の周知・啓

発が必要です。 

■福祉サービス等の利用時に災害や火事による被害にあうことがないよう、福祉施設等の安

全対策の促進を図ることが必要です。また、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、感染

症対策の強化も求められています。 

■市民アンケートでは安心して暮らしていくために必要な福祉施策として、「防犯・交通安

全・防災体制の充実」の割合が高くなっており、警察等と協力しながら、市民参加による

交通安全・防犯活動を推進することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

災害時への備えとして、日頃からの地域における防災活動や避難行動要支援者の支

援、福祉施設等における安全対策や地域の防犯対策の推進により、誰もが安全に安心

して暮らせるまちづくりを進めます。 

みんなでやってみよう！ 
～市民・団体・企業等の取組～ 

○食料や生活物資の備蓄、家族との連絡・集合場所など平時から災害対策を行い

ましょう。 

○隣近所に住んでいる高齢者や障がいのある人、妊婦、乳幼児などの避難行動要

支援者の状況を把握しましょう。 

○福祉施設等は、防災や感染症対策に向けた安全対策を行いましょう。 

○地域での犯罪を防ぐため、あいさつや見守り、声かけを行いましょう。 

○団体・企業等は、備蓄や避難場所の提供など、災害時には地域の支え合いに協

力しましょう。 

〇社協は、災害時の速やかな被災者支援を行うため、災害ボランティアセンター

を設置します。 

 

地域でできること 

有田市の現状と課題 
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①地域における防災活動の推進 
取 組 内 容 

防災に関する情

報発信の充実 

市民に正確で迅速な情報提供をするため、防災行政無線放送や有田市

メール、LINE、防災アプリ、ホームページによる情報発信を推進しま

す。 

危機管理意識向

上の促進 

広報ありだや防災出前講座などを通じて、防災などに関する知識の普

及に努め、市民や地域の危機管理意識を向上します。 

地域との連携・

協働による防災

訓練の実施 

防災関係機関や自主防災組織、企業等、地域の多様な主体との連携・

協働による防災訓練を実施します。 

地域における防

災体制の充実 

地震・津波・洪水のハザードマップの周知・活用に努め、必要な避難

場所や避難路等の整備、津波避難ビルの指定を進めます。 

 

②避難行動要支援者の支援 
取 組 内 容 

避難行動要支援

者に関する啓発 

高齢者・障がいのある人・傷病者・妊産婦・乳幼児など災害時の避難

行動に支援が必要な人たちを災害から守るため、避難や支援に必要な

知識の普及に取り組みます。 

名簿登録や個別

計画作成の促進 

避難行動要支援者について、連絡先、支援者、安否確認の方法等の整

備、把握に努め、名簿への登録や個別計画の作成を促進するととも

に、定期的な更新を行います。 

災害時の避難体

制の整備 

避難行動要支援者の避難について、自主防災組織等と連携し、災害時

の避難体制の整備や訓練を実施します。 

 

③福祉施設等における安全対策 
取 組 内 容 

福祉施設の安全

対策充実の促進 

福祉施設等に対して、スプリンクラーの設置や耐震化、感染症対策、

食料や物資の備蓄、避難計画の作成など災害時等に備えた安全対策、

サービス利用者も参加する避難訓練の実施を促進します。 
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④防犯対策の推進 
取 組 内 容 

市民参加による

防犯活動の促進 

防犯関係団体や市職員による青色防犯パトロールにより市民参加の防

犯活動を行います。 

防犯情報の発信 

市民が不審者情報や事件・事故の情報などを得ることで、防犯意識を

高められるよう、防災行政無線放送や有田市メール、LINE で情報配

信を推進します。 

地域における防

犯意識の向上 

警察等と連携しながら、広報ありだ等を通じて、犯罪被害にあわない

ために家庭や地域でできることの周知や「自分の安全は自分で守る」

意識の向上に取り組みます。 

 

 

防災安全課、福祉課 
 
 
 
 

指標名 
現状値 

（令和２年） 

目標値 

（令和７年） 

避難行動要支援者個別計画の作成率 0.0％ 100.0％ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組の進捗を測る指標 

〈コラム〉 万が一の災害に備えて～災害時の要支援者支援～ 
 
近年、自然災害による要支援者（高齢者や障がいのあ

る人など）の被災が目立っています。そのため、日頃か

ら要支援者への災害情報の伝達方法や避難支援の体制

を構築していくことがますます必要になっています。 

万が一の災害に備えて、いつ、誰が、誰と、どこへ、ど

うやって避難するのかなどを地域でも話し合ってみまし

ょう。 

 

 

避難行動要支援者名簿って？ 

災害が起こった時、自宅から避難所まで「自力で避難することが難しい人（要

支援者）」を一定の基準に基づき、あらかじめ把握し、いざという時に要支援者

の避難を支援するために作成している名簿です。この名簿は、「災害対策基本

法」に基づき、全国の各市町村に整備することが義務付けられています。 

担当課 
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２ 誰もが暮らしやすい地域づくり 

 

 

 

 

 

■SDGs の実現による誰一人取り残さない社会を築くためには、バリアフリー、ユニバーサ

ルデザインに基づくまちづくりが求められており、高齢者や障がいのある人など、誰もが

利用しやすい道路、公共施設等の整備、住まいの場の確保が必要です。 

■有田市立病院では運転免許証を返納した受診患者に有田市デマンドバスの乗車券サービス

を行っています。市民アンケートでは手助けしてほしいことについて、「通院の付き添い

（送迎）」が最も多くなっており、高齢化のさらなる進行により、移動に困難を感じる人

が増えていくことへの対応が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

誰もが利用しやすい道路や公共施設の整備、移動手段の確保、高齢者や障がいの

ある人などの住宅確保の困難さの解消など、快適でやさしさを感じられる地域づく

りを推進します。 

みんなでやってみよう！ 
～市民・団体・企業等の取組～ 

○バリアフリーやユニバーサルデザインについて、理解しましょう。 

○車いすなど移動に困っている人や助けを必要としている人を見かけたら手伝い

ましょう。 

○団体・企業等は、施設整備の際にはバリアフリー、ユニバーサルデザインに心

がけましょう。 

○高齢になり、運転に不安がある場合、運転免許証を返納しましょう。 

地域でできること 

有田市の現状と課題 
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①誰もが安全に暮らせる環境づくり 
取 組 内 容 

バリアフリー・

ユニバーサルデ

ザインの推進 

建築物、道路などの公共施設の整備や改修にあたっては、バリアフリ

ーやユニバーサルデザインに配慮するとともに民間施設に対しても啓

発活動を行うことで、誰もが安全に暮らせる環境づくりを推進しま

す。 

 

②住宅確保要配慮者の住まいの確保支援 
取 組 内 容 

住まいの確保支

援 

高齢者や障がいのある人などの生活や住宅に配慮を必要とする人の住

まいを確保するため、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の

登録制度（住宅セーフティネット制度）の活用を促進します。 

 

③移動手段の確保 
取 組 内 容 

買い物や外出等

の支援 

車を使用しない人や運転免許証返納者の移動手段の確保、地域の取組

を活かした買い物弱者対策、高齢者や障がいのある人などの社会参

加・外出支援等のため、デマンドバスの利用を促進します。 

 

 

 

 

都市整備課、建設課、経営企画課、福祉相談室 

 

 
 
 

指標名 
現状値 

（令和２年） 

目標値 

（令和７年） 

デマンドバス乗車人員 10,603 人 15,000 人 

  

行政の主な取組 

取組の進捗を測る指標 

担当課 
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３ 情報提供・共有の推進 

 

 

 

 

 

■市民アンケートでは地域の情報の入手方法として、「広報ありだ」の割合が最も高くなっ

ています。また、団体アンケートでは事業所内だけでは対応が困難なことへの支援として

「情報共有のスピード化」などが求められています。インターネットや SNS の普及が進

む中で、必要とする人に確実に届けることができる多様な情報発信の手段が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生活課題を抱える人など情報を必要とする人に必要な情報が行き届き、関係機関

の中で適切に情報共有ができる体制づくりを行うとともに、高齢・障がい・子ど

も・生活困窮などの公的制度や福祉サービスなどをわかりやすく周知します。 

みんなでやってみよう！ 
～市民・団体・企業等の取組～ 

○広報ありだなどに目を通し、普段から各種相談窓口などの把握に努めましょ

う。 

○団体・企業等は、プライバシーの保護には気を付けながら地域内の情報を共有

しましょう。 

地域でできること 

有田市の現状と課題 
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①多様な媒体による情報提供 
取 組 内 容 

制度やサービス

の情報発信 

広報ありだやホームページ、LINE を利用したチャットボットシステ

ム『きいちゃんの子育て応援広場』などを活用し、制度やサービスを

わかりやすく発信します。 

ICT の利用に向け

た支援 

高齢者などがインターネットやＳＮＳ等、多様な媒体から情報を得る

ことができるよう、ICT について学ぶ機会を設けるなど、誰もがデジ

タル情報から取り残されることなくアクセスできる環境づくりに取り

組みます。 

相談先の周知 
地域の困りごと、虐待・DV、生活困窮、ひきこもり、権利擁護等、

支援を必要とする人に対する相談窓口の周知に取り組みます。 

 

②関係機関による情報共有 
取 組 内 容 

地域課題や制度

に関する情報共

有 

地域活動などに活かしてもらうことができるよう、地域課題や各種支

援制度などについて、関係機関、団体と情報を共有します。 

 

 

 

秘書広報課、総務課、福祉課、高齢介護課、健康課、福祉相談室 

 

 

 
 

指標名 
現状値 

（令和２年） 

目標値 

（令和７年） 

地域での活動に参加していない理由「どのような活動が

行われているか知らない」と回答した割合 

（市民アンケート調査で地域活動に「参加していない」と回答した

人のうち、参加していない理由として回答した割合） 

34.8％ 20.0％ 

  

行政の主な取組 

取組の進捗を測る指標 

担当課 
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25 22 20 

5 7 9 

4 1 1 
1 

0
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40

令和元年 令和２年 令和３年

後見 保佐 補助 任意後見

（件）

31 30
34

3 

1 

3 3 1 

2 

1 

1 

0

1

2

3

4

5

6

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

高齢者 障害者

（件）

3

2

5

1

4

第５章 成年後見制度の利用促進 

第１節 成年後見制度に関する状況 

（１）成年後見制度の利用状況 

成年後見制度利用件数の推移をみると、合計件数は令和３年に増加し、34 件となってい

ます。 

市長申立件数の推移をみると、増減しながら推移しており、令和２年度では、高齢者で３

件、障害者で１件となっています。 

 

■成年後見制度利用件数（類型別）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：和歌山家庭裁判所 

（令和元年：５月 20 日現在、令和２年：６月５日現在、令和３年：４月 22 日現在） 

 

■市長申立件数（対象者別）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高齢介護課、福祉課  
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（２）市民アンケートからみる成年後見制度の認知度・利用意向 

成年後見制度の利用意向について、年代別でみると、『40 歳代』では「利用したい」、

『70 歳以上』では「利用したくない」が他の年代と比べて高くなっています。認知度別

でみると、制度についてよく知っている人の方が利用意向は高くなっています。 

成年後見制度を利用したくない理由について、「後見人でなくても家族がいる」が

90.8％と最も高くなっています。 

 

■成年後見制度の利用意向（ひとつに○）          ■成年後見制度を利用したくない理由 

（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■成年後見制度の認知度別 利用意向（ひとつに○） 

 

 

 

 

 

 

 

  

40.0

30.4

21.1

17.5

26.7

26.2

26.1

15.0

30.0

43.5

51.6

65.9

3.3

0.0

1.2

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よく知っている（N=30)

ある程度知っている（N=191)

名前は聞いたことがあるが内容は知らない

（N=161)

知らない（N=246)

利用したい 利用したくない わからない 不明・無回答

項目（N＝141）

 後見人でなくても家族がいる（90.8％）

 費用がどのくらいかかるか心配（15.6％）

 手続きが大変そう（15.6％）

 他人に財産などを任せることは不安（14.9％）

 どういう時に利用して良いかわからない（4.3％）

19.1

23.8

32.9

27.3

27.0

11.9

6.4

11.1

9.2

14.5

25.0

30.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

74.5

60.3

55.3

54.5

43.4

42.9

0.0

4.8

2.6

3.6

4.6

14.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳代（N=47)

30歳代（N=63)

40歳代（N=76)

50歳代（N=110)

60歳代（N=152)

70歳以上

（N=226)

利用したい 利用したくない 利用中である

わからない 不明・無回答
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（３）団体・事業所アンケートからみる成年後見制度について 

業務・活動の中で、成年後見制度の利用を必要とする人を発見したり、利用のための支

援などを行うことがあるかについてみると、「成年後見制度の利用のための支援を行うこ

とがある」が 48.3％と最も高く、次いで「利用の支援を行うことはないが、利用が望ま

しいと思う人を発見することはある」が 24.1％、「わからない」が 10.3％となっていま

す。 

 

■業務・活動の中で、成年後見制度の利用を必要とする人を発見したり、利用支援を行うことが

あるか（ひとつに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見制度の利用を促進する上で、特に優先的に力を入れて取り組むべきことについ

てみると、「手続きの負担を少なくするなど、制度を利用しやすくする」が 58.6％と最も

高く、次いで「支援が必要な人を発見し、相談や支援につなぐ取組を充実する」が

55.2％、「市民や関係者に制度を周知するよう、情報提供や広報を充実する」「市民後見

人も含め、支援の担い手づくりを充実する」がそれぞれ 41.4％となっています。 

 

■成年後見制度の利用を促進する上で、特に優先的に力を入れて取り組むべきこと（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48.3 24.1 3.4 10.3 6.9 6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(N=29)

成年後見制度の利用のための支援を行うことがある

利用の支援を行うことはないが、利用が望ましいと思う人を発見することはある

業務・活動の中で、成年後見制度の利用が望ましいと思う人を発見することはない

わからない

その他

不明・無回答

41.4 

55.2 

41.4 

24.1 

58.6 

27.6 

3.4 

3.4 

3.4

0% 20% 40% 60% 80%

市民や関係者に制度を周知するよう、情報提供や広報を充実する

支援が必要な人を発見し、相談や支援につなぐ取組を充実する

市民後見人も含め、支援の担い手づくりを充実する

支援や連携の中核機関を設置する

手続きの負担を少なくするなど、制度を利用しやすくする

制度を利用するための経済的な負担を軽減する

わからない

その他

不明・無回答

全体(N=29)
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第２節 成年後見制度の利用促進に向けて 

 

 

 

 

 

■市民アンケートでは成年後見制度の認知度は３割程度、認知症等になった際の成年後見制

度の利用意向は２割程度となっていますが、成年後見制度の利用件数は増加しており、今

後も必要とする人が利用できるよう周知を図ることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

認知症や障がいなどの理由で判断能力が十分でない人が安心して暮らせるよう、ま

た、誰もが住み慣れた地域で、尊厳を持ってその人らしい生活を継続することができ

るよう、成年後見制度の適切な利用を促進します。 

みんなでやってみよう！ 
～市民・団体・企業等の取組～ 

○成年後見制度について知識を深めましょう。 

○記憶や判断能力に心配がある人がいたら、相談先につなげましょう。 

地域でできること 

〈コラム〉 成年後見制度ってなに？ 

～安心して暮らしていくために～ 
 
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が

十分でない人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、

様々な契約を結んだりする必要があっても自分でこれらを行

うことが難しい場合があります。このような判断能力の不十分

な人を保護し、支援するのが成年後見制度です。 

 

有田市の現状と課題 
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①成年後見制度の周知啓発 
取 組 内 容 

制度の周知啓発 
誰もが安心して地域での生活を送ることができるよう、成年後見制度の

周知啓発を行います。 

 

②成年後見制度の利用促進 
取 組 内 容 

制度利用へのつ

なぎ 

成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて適切な支援機関や制度

利用につなぎます。 

市長申立の活用

促進 

成年後見制度の利用が必要な状況であるにも関わらず、本人や親族が申

立を行うことが難しい場合などに、後見等開始の審判を市長が家庭裁判

所に申立てる、市長申立の適切な活用に取り組みます。 

福祉サービス利

用援助事業利用

者の制度利用の

促進 

福祉サービス利用援助事業利用者について、成年後見制度の利用が適当

な場合は、制度へのスムーズな移行ができるよう、市社協と連携をしま

す。 

 
③地域連携の仕組みづくり 

取 組 内 容 

ネットワークの

構築 

地域における権利擁護を支援するため、法律・福祉・医療の専門職団体

や関係機関などが連携するネットワークを構築します。 

中核機関の整備 
法律・福祉などの専門的な支援や関係機関からの協力を得て、地域にお

ける連携・対応強化の推進役を担う中核機関を整備します。 

 

 

 

高齢介護課、福祉課 

 

 
 

指標名 
現状値 

（令和２年） 
目標値 

（令和７年） 

成年後見制度利用者数（市長申立数） 31（4）人 48（5）人 

成年後見制度に関する相談件数 19 件 35 件 

取組の進捗を測る指標 

行政の主な取組 
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第６章 計画の推進 

（１）協働による計画の推進 

本計画の推進では、市民や地域、行政、社会福祉協議会がそれぞれの役割を認識し、取組

を進めていくことが必要です。地域福祉の充実は、自助・互助・共助・公助の機能が相互に

連携・補完・補強し合いながら進めていくことが基本であり、それぞれの担い手が、それぞ

れの役割を果たして協働していくことが、持続可能な地域福祉の推進につながります。 

そのため、市民が地域福祉活動に積極的に取り組むことができるよう、自治会、民生委

員・児童委員、ボランティア団体、NPO 法人、その他関係機関・団体と連携を図りながら、

地域福祉の推進に取り組みます。 

また、社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中心的な役割を担う団体として、行政と連

携し市民参加の支援や活性化を目指して、各種事業を実施していきます。 

行政の役割として、市民、地域、各種の団体等が地域福祉に関する取組を円滑に進められ

る環境整備の支援、ネットワークの構築、将来的な地域課題の研究などを重ねてまいります。 

 

（２）計画の進行管理 

本計画の進行管理は、庁内の関係各課等との施策の調整等を行うなど、横断的な連携によ

る一体的な計画の推進に努めるとともに、計画の点検・評価については、PDCA サイクル

に基づいて実施します。 

 

■計画の進捗管理における PDCA サイクルのイメージ 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Action（改善） 

見直そう  

施策・事業の見直し・修正 
 

Do（実行） 

やってみよう  

市や社協の事業・ 

住民の取組 

 

Check（評価） 

振り返ろう  

計画の推進状況の確認 

評価・検証 

 

Plan（計画） 

やるべきことを決めよう  

地域福祉計画 

の策定 

地域福祉の推進 
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資料編 
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（１）策定経過 

 

月 日 調査名・会議名等 内 容 

令和２年８月６日 
第１回  有田市地域福祉計画

（第３次）策定委員会 

・計画策定のスケジュールにつ

いて 

・調査票の検討 

令和３年１月８日 

～１月 26 日 
市民アンケート調査 

・有田市在住の 20 歳以上の方

1,500 人を対象に実施 

令和３年２月 24 日 

～３月 10 日 
団体・事業所アンケート調査 

・市内で活動する団体、福祉事

業所を対象に実施 

令３年６月 14 日 

～７月９日 
庁内ヒアリング ・第２次計画の評価・検証 

令和３年８月５日 
第２回  有田市地域福祉計画

（第３次）策定委員会 

・第３次有田市地域福祉計画

【骨子案】について 

令和４年３月 15 日 
第３回  有田市地域福祉計画

（第３次）策定委員会 

・第３次有田市地域福祉計画

【案】について 

令和４月３月 24 日 

～３月 30 日 
パブリックコメント  
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（２）有田市地域福祉計画策定委員会設置要綱 

 

○有田市地域福祉計画策定委員会設置要綱 

平成23年１月31日有田市訓令第２号 

改正 

平成26年２月28日訓令第１号 

令和２年11月30日訓令第40号 

有田市地域福祉計画策定委員会設置要綱 

（目的） 

第１条 社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）第107条の規定に基づき

有田市地域福祉計画（以下「計画」という。）を策定するため、有田市地域福祉計画策定

委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。 

(１) 計画の立案・策定に関すること。 

(２) 計画の調査研究に関すること。 

(３) 地域福祉の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、17人以内の委員で組織する。 

２ 委員は、学識経験者、福祉、保健及び医療関係者等並びに公募により選出された者から、

市長が委嘱又は任命する。 

３ 委員の任期は、３年以内とし、再任することができる。ただし、委員が任期途中で交代

した場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員会） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長２人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くこ

とができる。 

５ 第３条第２項の委員が会議に出席できないときは、委員長の判断により代理出席を認め

ることができる。 
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（事務局） 

第６条 委員会の事務局は、市民福祉部福祉相談室に置く。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定

める。 

付 則 

この要綱は、平成23年２月１日から施行する。 

付 則（平成26年２月28日訓令第１号） 

この要綱は、平成26年３月１日から施行する。 

付 則（令和２年11月30日訓令第40号） 

この要綱は、令和２年12月１日から施行する。 
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（３）有田市地域福祉計画策定委員会委員名簿 

 

No 区 分 

 
選出団体および役職名等 氏 名 備 考 

1 学識経験者 和歌山信愛大学教授 桑原 義登 委員長 

2 

福祉 

社会福祉法人 守皓会 田鶴苑 

施設長 
吉田 愉美  

3 
有田圏域基幹相談支援センター 

センター長 
吉井 弥生  

4 
社会福祉法人 有田ひまわり福祉会 

理事長 
山口 育子  

5 社会福祉法人 桜樹 理事長 野田ちよみ  

6 湯浅公共職業安定所 所長 蔵  裕慶  

7 
一般社団法人 和歌山県社会福祉士会 

会長 
玉置  薫 副委員長 

8 
社会福祉法人 有田市社会福祉協議会 

事務局長 
久保田善則  

9 保健 湯浅保健所 所長 松本 政信  

10 医療 有田市医師会 会長 中村 吉伸  

11 教育 有田市小中学校校長会 副会長 

川嶋 啓生 ～3.3.31 

松本 吉晴 3.4.1～ 

12 民生委員 有田市民生児童委員協議会 会長 森川 文夫 副委員長 

13 地域住民 一般公募 加藤 美樹 ～3.5.19 

14 行政 市民福祉部長 宮﨑三穂子  
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（４）ライフステージ別に想定される課題 

 

 

■ライフステージ別の「課題」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

妊娠期 

・若年での妊娠・出産 

・未婚のままの出産 

・支援者の不在 

・経済的負担の増加 

・産後うつ 

・DV など 

 

乳幼児期 

・支援者の不在 

・子育てへの無関心や放任 

・児童虐待 

・障がいの早期発見 

・待機児童問題 

・子どもの貧困 など 

 

学生期 

・子どもの貧困 

・小 1 プロブレム 

・中 1 ギャップ 

・不登校 

・ひきこもり 

・いじめ問題 

・ヤングケアラー 

・児童虐待 

・放課後の居場所 など 

 

０ １8（歳） 

年
代
に
関
わ
ら
な
い
課
題
や
問
題 

分
野
横
断
的
な
問
題 

見えにくく支援につながりにくい課題 
 

・肉体的・精神的病気などにより、それまでの生活を維持できない 

・配偶者や家族との死別・離別などの突然の環境変化に対応できない 

・転居によりそれまでの人間関係が途切れ、孤立してしまう 

・長期のひきこもりなどで社会経験のないまま生活維持ができなくなる 

・本人が課題を整理できていないことや制度を知らない など 

6 

貧困 ・学習機会が限定され教育格差が生まれやすくなる など 

孤独 ・親との関係性、集団生活に適応できない など 
地
域
福
祉
に
関
連
す
る
課
題
と
問
題 
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青年期 

・ニート 

・就労問題 

・育児問題 

・ヤングケアラー 

・ひきこもり 

・ホームレス 

・所得格差 

・虐待、DV など 

 

壮年期 

・育児問題    

・ひきこもり 

・ホームレス    

・就労問題・所得格差  

・親の介護  

・親亡き後の暮らしの不安 

・DV など 

 

高齢期 

・介護の負担 

・健康の不安 

・認知症 

・ひとり暮らしの不安感 

・高齢者虐待 

・買い物弱者 

・親亡き後の子の暮らし 

への不安 など 

 

（歳） 

障がいのある人についての課題 
 

・障がいのある人への理解不足 

・雇用や就労  

・特性に沿った支援 

・多様なニーズ  

・社会的なバリアフリー化 

・地域生活への支援 など 

25 65 

その他の課題 
 

・国籍による差別 

・労働の不平等待遇 

・多文化共生 など 

貧困 ・活動の範囲が限定される ・選択肢が少ない など 

孤独 ・地域との関わりの減少 ・経済的負担、他者との人間関係のトラブル ・8050 問題など 

孤独 

40 
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用語集 

「あ」行 

■ＩＣＴ 

「Information and Communication Technology（情報通信技術）」の略で、情報や通

信に関する技術の総称。 

 

■アウトリーチ 

支援が必要であるにも関わらず、社会的な援助に結びついていない人に対し、行政や支援

機関などが積極的に働きかけて情報や支援を届けること。 

 

■ＳＮＳ 

「Social Networking Service」の略で、個人間のコミュニケーションを促進し、社会的

なネットワークの構築を支援する、インターネットを利用したサービスのこと。 

 

■ＮＰＯ（法人） 

「Non-Profit Organization」または「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々

な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総

称。 

 

「か」行 

■クラウドファンディング 

crowd（群衆）と funding（資金調達）を組み合わせた造語で、ある目的を達成するた

めに、インターネットなどにより不特定多数の人に資金提供を呼びかけ、賛同してくれた人

から広く資金を集める仕組み。 

 

■ゲートキーパー 

自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を

聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のことで、「いのちの門番」

とも位置づけられる人のこと。 

 

■権利擁護 

本人の自己決定や自己実現を尊重し、権利行使ができるよう支援すること。 

 

■子育て世代活動支援センターWaku Waku 

子育て世代の親子や地域の人たちが交流できるよう、子どもが安心して遊べる遊具や遊び

場、多世代が交流できる場を備えた施設。 
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■子育て世代包括支援センター 

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供できることを目的に、助産師や保健

師等を配置して、妊産婦等からの相談に応じ、必要な情報提供や関係機関との調整、支援プ

ランの策定などを行う機関。 

 

■子ども食堂 

地域のボランティアが子どもたちに対し、無料または低額で食事を提供する取組。子ども

への食事提供だけでなく、孤食の解消や食育、さらには地域交流の場などの役割を果たす。 

 

■子どもの貧困 

所得分布の中央値の半分未満の所得の世帯で暮らす 18 歳未満の子どもたちの存在や生活

状況。医療や食事、学習、進学などの面で極めて不利な状況に置かれ、格差や貧困の連鎖を

招くおそれがある。 

 

「さ」行 

■災害ボランティアセンター 

主に災害発生時、災害支援ボランティア活動を円滑に進めるための拠点。被災地のボラン

ティア活動の窓口となり、被災者ニーズの把握、外部ボランティアの受入れなどを行う。 

 

■社会福祉協議会 

地域住民や社会福祉関係者の主体的な参加により、地域福祉推進の中核として様々な活動

を行う非営利の民間組織のこと。社会福祉法に基づきすべての都道府県・市町村に設置され

ている。 

 

■生活困窮者 

収入や資産がなく経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれ

のある人。 

 

■生活支援コーディネーター 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域に

おいて、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主に

資源開発やネットワーク構築の機能）を果たす人のこと。 

 

「た」行 

■ダブルケア 

育児と親や親族の介護を同時期に担っている状態のこと。 
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■地域子育て支援センター 

安心して子どもを産み育てることができ、子育ての楽しさが実感できるように育児サーク

ル、育児相談、育児講座、わくわく広場等の事業、子育て情報の提供などを実施している施

設。 

 

■地域包括支援センター 

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、地域包括ケアシステムの実

現を目的として、市町村が設置する中核的な機関のこと。 

 

■ＤＶ 

「Domestic Violence（ドメスティック・バイオレンス）」の略で、配偶者や恋人など親

密な関係にある、またはあった人から振るわれる暴力のこと。身体的暴力に限らず、心理的

な暴力も含まれる。 

 

「な」行 

■認知症サポーター 

認知症サポーター養成講座を受けることで認知症を正しく理解し、地域で生活している認

知症の人やその家族を温かく見守る応援者のこと。 

 

「は」行 

■8050 問題 

主に 80 代の親が 50 代のひきこもりの子どもを養っている状態にあり、孤立や生活の行

き詰まりなどの問題を抱えていること。 

 

■バリアフリー 

バリア（障壁）をフリー（解消）にすることで、高齢者や障がいのある人等の人々が生活

しやすい環境に整備しようという考え。バリアには、段差などの具体的な障壁だけでなく、

制度や差別意識など幅広い概念を含む。 

 

■避難行動要支援者 

高齢者や障がいのある人等、災害時に自力での避難や避難所等での生活が困難な人のこと。 

 

■ファミリー・サポート・センター事業 

乳幼児や小学生等の児童のいる保護者等を会員として、児童の預かりを希望する人と、援

助を行うことを希望する人をマッチングし、相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業。 

 

■フレイル 

加齢とともに心身が衰えた状態で、健康な状態から要介護状態へ移行する中間の段階のこ
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と。適切に支援を受けることで健常な状態に戻ることができる時期ともされており、フレイ

ル予防のため、生活習慣病の（進行）予防をしながら、運動機能・認知機能の低下を防ぎ、

社会的に関わりを保ち続けることが大切となる。 

 

「ま」行 

■民生委員・児童委員 

「民生委員法」「児童福祉法」によって、厚生労働大臣から委嘱を受けた非常勤の地方公

務員で、ボランティアとして活動。地域の相談相手として生活上の様々な相談に応じるほか、

子ども、高齢者や障がいのある人等の見守りを行うなど、支援を必要とする人と行政等関係

機関とのパイプ役を担っている。 

 

「や」行 

■ヤングケアラー 

本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているような子ど

ものこと。 

 

■ユニバーサルデザイン 

あらかじめ、障がいの有無、年齢、性別、人種等に関わらず多様な人々が利用しやすいよ

う、都市や生活環境をデザインする考え方。 

 

■要介護認定者 

介護保険制度において、被保険者が介護を要する状態であることを保険者である市町村に

認定された人。介護保険サービスの利用には、要介護認定を受けなければならない。 
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